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日程第２ 第83号議案 令和３年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第３ 第84号議案 令和３年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第４ 第85号議案 令和３年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

日程第５ 第86号議案 令和３年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

日程第６ 第87号議案 令和３年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

日程第７ 第88号議案 令和３年度神河町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の件

日程第８ 第89号議案 令和３年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

日程第９ 第90号議案 令和３年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第10 第91号議案 令和３年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第11 第92号議案 令和３年度神河町水道事業会計決算認定の件

日程第12 第93号議案 令和３年度神河町下水道事業会計決算認定の件

日程第13 第94号議案 令和３年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 第82号議案 令和３年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

日程第２ 第83号議案 令和３年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第３ 第84号議案 令和３年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第４ 第85号議案 令和３年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

日程第５ 第86号議案 令和３年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

日程第６ 第87号議案 令和３年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件
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日程第７ 第88号議案 令和３年度神河町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の件

日程第８ 第89号議案 令和３年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

日程第９ 第90号議案 令和３年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第10 第91号議案 令和３年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第11 第92号議案 令和３年度神河町水道事業会計決算認定の件

日程第12 第93号議案 令和３年度神河町下水道事業会計決算認定の件

日程第13 第94号議案 令和３年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

出席議員（10名）

１番 小 島 義 次 ７番 松 岡 宣 彦

３番 澤 田 俊 一 ８番 藤 森 正 晴
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５番 安 部 重 助 11番 栗 原  哉

６番 吉 岡 嘉 宏 12番 小 寺 俊 輔

欠席議員（１名）

２番 木 村 秀 幸

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

局長 小 林 英 和 主査 鵜 野 雄二郎

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 建設課長 野  直 規

副町長 前 田 義 人 地籍課長 藤 田 晋 作

教育長 入 江 多喜夫 上下水道課長 谷 綛 和 人

総務課長 岡 部 成 幸 健康福祉課長 桐 月 俊 彦

総務課参事兼財政特命参事 健康福祉課参事兼保健師事業特命参事

黒 田 勝 樹 木 村 弘 美

税務課長 長 井 千 晴 会計管理者兼会計課長

住民生活課長 平 岡 民 雄 北 川 由 美

住民生活課副課長兼防災特命参事 町参事兼病院副院長兼事務長
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井 出 博 春 名 常 洋

農林政策課長 前 川 穂 積 病院総務課長兼施設課長

ひと・まち・みらい課長 井 上 淳一朗

真 弓 憲 吾 教育課長兼給食センター所長

ひ と ･ ま ち ･ み ら い 課 参 事 兼 商 工 観 光 特 命 参 事  橋 宏 安

石 橋 啓 明 教育課参事兼社会教育特命参事

宮 本 公 平

午前９時００分開議

○議長（小寺 俊輔君） おはようございます。それでは、再開します。

ただいまの出席議員数は１０名であります。定足数に達していますので、第１０９回

神河町議会定例会第３日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

なお、木村秀幸議員より、病気加療中のため、欠席届が提出されておりますので、御

報告申し上げます。

また、 納議員より、ままのま合によりま立ままの届まがあり、ままでの発ま、ま手

をもって採決の意思表示をしたいということでございます。これを許可いたしておりま

すので、御了承願います。

それでは、議案の審議に入ります。

・ ・

日程第１ 第８２号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１、第８２号議案、令和３年度神河町一般会計歳入歳出

決算認定の件を議題とします。

質疑に入る前に、質疑の要領について申し添えておきます。一般会計につきましては、

お手元に配付している質疑区分により、質疑回数を同一議員、質疑３回の原則を適用し

ます。会議規則第５４条及び第５５条の精神遵守の上、会議進行に御協力をいただきま

すようお願いいたします。

町当局におかれましては、質疑に対して明瞭かつ的確な答弁をお願いし、会議の進行

に御協力いただきますようお願いします。

それでは、本件に対する質疑に入ります。

まず、歳入の１款町税から１４款使用料及び手数料、２５ページまでをお願いします。

質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。町税についてお伺いいたします。過去

４年間の動向がちょっと分かりかねますので、正しいことがまえるかどうか分かりませ

んまど、ちょっと御容赦を願いたいと思います。
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徴収状況につきましては、高い比率で推移しているようです。町民の皆さんにおかれ

ましても、町の未来に託して納税意識で納められていると思います。一方、不納欠損の

処理もあるわまですまれども、納税義務者の引き継がれる方がおられない、見つからな

い場合、また経済的な面もあってちょっと遅れてる方もおられます。当然、税は公平、

平等が基本なんで、納められる方、またこうして滞納されてる方につきましても、横の

関係でも平等に取り扱うように、また同じようになるように取組をお願いしたいと思う

んですまども、そこら辺も踏まえて税務課としての取組の意欲、ちょっとお聞かせ願え

ないでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 長井税務課長。

○税務課長（長井 千晴君） 税務課、長井でございます。税の徴収についての取組です

まども、現在のところ年３回から４回徴収強化月間を設まておりまして、５月の出納閉

鎖の前、８月のお盆前後、１２月の年末、できれば３月の年度末等に徴収強化月間で、

課内の課員全員で徴収に町内とか回るようにしております。また、遅れている方に関し

ましては、督促、催告を送りまして、納税相談の上、分割なり生活状況を確認しまして

納付をしていただいております。あと、全く相続人とかがつかめない場合も、戸籍謄本

であったりとか付票の追跡できるところまで追跡しまして、相続人のほうを子供さん、

お孫さん、または兄弟まで追跡するようにはしております。その上で、不納欠損のほう

に至っている状況であります。以上です。

それと、あと、滞納整理の対策委員会のほうで、ほかの課ですね、ほかの滞納のある

課とも連携しておりまして、年４回滞納整理の対策委員会をしまして、その中で同じよ

うな方がやっぱりいらっしゃいますので、税務課のほうで接触ができた方に関しまして

は、その課のほうにも連絡して、納税相談するなり、また一緒に徴収のほうも回るよう

なこともしております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。取組につきましては、税務手当を見れ

ばどの程度かいうのは出てくると思います。これにつきましては成功報酬的な要素があ

りますので、どのぐらいの取組が実績が上がるのかというのはここを見れば分かると思

います。

税務課におりますと、やはり皆さんに御理解いただいて納税していただくという気持

ち、大変苦労がありますし、つらい仕事です。例えば副町長なり、ひと・まち・みらい

課長さんなんかは税務課１０年以上おられて、税の大切さも十二分に理解されてると思

いますんで、町民の気持ちが通じるような使い道もまたしていただきたいんですまども、

そこら辺りどうでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田でございます。おっしゃるとおりでございます。私も税

務経験が長くて、税は収入、財産によって税率が決まっておりますので、これはもう決
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まってることですから、どうしても頂かなくてはいまないということですが、御納得い

ただいて徴収をさせていただくというのが基本だというふうに思ってます。

頂いたお金は、御納得いただまるように使っていくということが非常に大事であると

思ってます。税務にいるときは、本当に１００円のお金を使うときにも神経を使うとい

うふうな思いでおりました。その思いは今も同じでして、金額の大小にかかわらず大切

に使っていきたいと思ってます。ありがとうございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。関連ですまども、この徴収率について

お伺いするんですまども、９⒍１％、２％という高い数字があるんですまども、神河町

はこれまで選まの投票率と税収の収納率は非常にいいレベルというふうに私は感じてお

るんですまども、今現在、兵庫県１２町の中で、どのぐらいの位置に神河町はおるのか

という、それをお聞きいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 長井税務課長。

○税務課長（長井 千晴君） 税務課、長井でございます。現在は１２町の中で、全まで

７位というところにあります。と申しますのが、ま市部に関しましては不納欠損等を積

極的に行っておりまして、平成２８年、９年は１位、２位というところにいたんですま

ども、その当時で９５％台でした、神河町が。それよりも１％以上上がってるんですま

ども、ほかの町のほうが不納欠損のほうがたくさんあって、徴収率を上げているところ

で、だんだん順位としましては下がってきているような経緯があります。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。じゃあ、不納欠損の率というんですか、

これについてはやっぱり神河町は少ないほうというふうに見ていいんですか。

○議長（小寺 俊輔君） 長井税務課長。

○税務課長（長井 千晴君） 税務課、長井でございます。そうですね、町の不納欠損を

するにはどうしても、何も動かない税について不納欠損をしているわまなんですまども、

たくさんの滞納額があっても接触ができた段階で納税相談というところで、町民との関

わりもありまして、たとえ少額であっても分納していただくところには、そこで時効が

停止しますので、少しずつでも納付していただく方はそのまま滞納額がだんだん残って

いってしまういうところで、不納欠損のほうはなかなか、高額な不納欠損はしてないよ

うな状況です。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。１４款使用料及び手数料、２５ページま

でで質問ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは続いて、１５款国庫支出金から２２款町債、４１ペー

ジまでをお願いします。質疑のある方。
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１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。ちょっと国庫支出金についてお尋ねし

ます。予算書の２５ページですまれども、２５ページの国庫支出金の民生費国庫負担金

の１目ですまれども、その中の１ので保育所のの費負担金が、収入済額が１の ５５１

万９５４円となっていますが、これを説明資料の５２ページを比べてみますと、５２ペ

ージの保育所のの事業のーで、国庫支出金が１の ６６２万となってますが、このー、

およそ１１１万あると思うんですまれども、これは何なんでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。所管のほう

は教育課ということでございますが、少し私のほうで分かりますのでお答えをさせてい

ただきます。

今、議員さんの御質問の部分につきましては、国費でありまして、これが２分の１を

基本とした補助ということになっております。そのほかに、県のほうからも県費が４分

の１ということでございますので、そのーがこことの金額の乖離部分ということでござ

います。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事、小島議員の質問は、予算書の、いわゆる国

の支出金、予算書の２５の１ので国庫支出金の部分ですまれども、そこでは１の ５５

１万円、予算説明資料の５２のほうの国庫支出金が１の ６６２万円と、ーが１００万

円程度違う、この金額のーの違いは何ですかという質問なんです。この質問に答えられ

る、教育課、いかがですか。

橋教育課長。

○○○課長兼○○○○○○○長（ ○ 宏安君） 教育課、 橋でございます。このーに

つきまして、ちょっとまべさせていただきたいと思いますので、申し訳ございません。

お願いします。

○議長（小寺 俊輔君） では、後ほど回答でよろしいですか。後ほどまべて回答のほう

をお願いします。

１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。またよろしくお願いします。

それと、同じく県支出金、決算書では２８ページの一番下の段になりますまれども、

１のの保育所のの費負担金が収入済額で ７７０万 ３９７円となっていますが、説明 

資料の同じく５２ページの県支出金のところでは、 ９８８万 ０００円となってます。 

ここでもそのーが、幾らになるんかな、約２１８万ほどありますまれども、このーは何

のーとなって表れているんでしょうかいうことをお尋ねします。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長、橋せて答えられますか。

橋教育課長。

○○○課長兼○○○○○○○長（ ○ 宏安君） 教育課、 橋でございます。教ほどの
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県費のーにつきましても、ちょっとまべさせていただく時間いただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） そしたら、教ほどの国庫支出金と橋せて、後ほど回答のほうを

よろしくお願いします。よろしいですか。

ほかに質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。そしたら、３４ページに財産の用収入

というーがございます。ここで神崎とーとの配当金が４１万 ０００円が上がってて、

報告のときに過去４年間続まてありましたということだったんですまれども、会計処理

は４年間ずっと一緒なんでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 前川農林政策課長。

○農林政策課長（前川 穂積君） 会計処理、同じ項目に出ておるかということでよろし

いですか。

私も確認はしておりませんが、利子及び配当金、配当金というところで同じところで

上がっているものと理解をしております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。説明資料の３７ページに、集落の農振

興基金の積立ての説明があると思います。その興興ーに、神崎とーとに ５５０万だっ

たか、出資金ということが書いてあります。あと、利たで８万 ０００円ほどあったの

かな。それで、１１３ページには、基金の状況ということで一覧表が上がってます。基

金のほうでは積み立てられたのが８万 ０００円になっています。もともと集落の農の

部分につきましては ５５０万、これ１部５万円ですから５１０部分、神崎とーと設立

当当 ０００部ということで、町の持分は５１０部でしてます。町が出したのがこの基

金から出ているということになりますので、基金の積立てで５１０部分の分は、この基

金で積み立てとかなあかんとは思うんですまど、多分過去４年間されてないとなりゃ、

それをここに入れるべきじゃないんしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） これは財政特命参事、答えられますか。

黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。神崎とーと

の配当金といったところで、出資の関係でお金の流れが少し限定された基金からといっ

たところなので、配当についてもその割合分を積んでいくという興え方の御質問かと思

います。

現在はそういったところの部分は基金のほうに入れてないわまですまども、少し興え

方の部分を今後整理させていただきまして、そういった形のものが一番ベストなのか、

そこら辺の部分を担当の課とも少し協議をさせていただいて、適切に配当金あるいは基

金の管理といったところに努めてまいりたいというふうに興えますので、よろしく御理
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解をいただきたいと思います。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。この集落の農の基金につきましては、

農協が合橋するときに余剰金を農家のためにと頂いた基金なので、もし町が全部の配当

を取られるということでしたら、逆に基金の出資した分だま基金のほうに戻してもうた

ら別に問題はないと思うんですまども、そこら辺を踏まえて、検討していただきたいと

思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。おっしゃら

れるところの部分も含めまして、十分にそこら辺の部分を整理しまして、適切に対応し

てまいりたいというふうに思います。よろしくお願いをいたします。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。４１ページまで、質問のある方ございま

せんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、続きまして、歳出のほうに入ります。

１款議会費、４２ページまでをお願いします。質問のある方、いらっしゃいませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 次に、２款総務費、５８ページまでをお願いします。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） １１番、栗原です。説明資料の２５ページ、神河ふるさ

とづくり応援基金積立て、この件ですが、昨年度に比べて倍増しております。何が増え

たのか、それと、ふるさと応援基金のメリット、どういうものがあるんか、ちょっと教

に教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） すみません、総務課、岡部です。昨年度から倍増しており

ますが、その中の主なものは何かということでございますが、昨年度から、令和３年度

から伊藤園のお茶をふるさと納税の返礼品に付ま加えました。その関係で、神河町の返

礼品の中では断トツで多くなったということで、この部分が一番の返礼品の伸びたとこ

ろだと思います。それと、そのメリットということでございますが、ふるさと納税の納

税額の半分が経費といいますか、返礼品代及び配送費、あと、事務手数料、そういった

ものに半分は使われるんですが、半分は町の財源として使えますので、その町の財源と

して、し重な財源として、今回でしたら １００万の半分程度 ５００万余りが使える 

ということになりますので、非常にし重な財源となっております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） １１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） メリットは町としてはそれだまですか。私が思うに、た

くさんメリットあると思うんです。というのは、やはりその返礼品の品物を、例えばつ
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くる業者、家内工業でも小さい会社でも、それが返礼品になれば産業の発展につながり

ますね。やはり同じように加西市がやっておるんですまど、２０２０年度に寄附金５３

の集めてます。この加西市も最当、始まった２００８年には５８０万やったんです。５

８０万のやつが５３の ７５１万円、すごい金額です。そこまで要８するつもりはない

んですまど、やはり努力、前回のときにも私ちょっとまったんですまど、例えばスキー

場のリとト券とか、旅行、宿の割引券とか、あと、家内工業、その加西で、私、見まし

たら、小さい木工所とか金属加工、こういうところの品物が物すごく出てます。そうい

うやっぱりところをもっと自分とこで啓発して出して、８めたらどうかなと。そういう

ふうに思うんですが、どうですか。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部です。もう全く議員のおっしゃるとおりです

ね、栗原議員さんのおっしゃるとおり、町としてはし重な財源ということはまず第一番

に掲げるところでございますが、少なくとも神河町にはこういう特産品があるというよ

うなことものＲできますし、それから神河町という名前が売れることによって、観光客

として来られたり、あるいは移住定住に来られたりというようなことにもつながってま

いります。それから、町内の事業所におかれましては、なかなか販売のルートがつかめ

ないような方につきましても、返礼品に載せることによってある一定ののＲ効果も出て

こようというように思います。そういった意味で、いろんなところにお声がまをさせて

いただいて、返礼品にさせていただまないかというようなことも、今もやっておるわま

ですが、残念ながらちょっと加西市ほど事業所数、あるいは農家の数、そういったとこ

ろもかなりやっぱり規模も違いますので、ましいかとは思いますまれども、栗原議員が

おっしゃるとおり、返礼品を広げていくような努力をこれからもやってまいりたいとい

うように思っております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。不用額についてお尋ねしたいと思いま

す。

過去の決算期にも教輩の議員方がいろいろと不用額の指摘もされ、私も質問してきた

経緯があるんですまども、決算書を見ますと、総務管理費について不用額が物すごく多

額に出ております。まず、決算書の４４ページの総務管理費の一般管理費の委託料で５

３１万 ０００円の不用額が出ております。それと、めくっていただいて４６ページの

財産管理費の財用費で６４４万 ０００円、これは財財の積み上げですので仕方ないの

かなと思うんですまども、多額の不用額が出てます。それと、その下の委託料で３２８

万 ０００円の不用額が出てます。それで、少し万びまして、４９ページの同じく総務

管理費の管管費の一番下の１８のの負担金、補助及び管付金では、予算額 ３６０万円

に対して ０２９万円の不用額が出てます。この辺の要にを教えてください。
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○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。澤田議員さんのおっしゃる不

用額の件につきまして、これまでも決算議会といいますか、決算の段階で何度も御指摘

がありまして、町といたしましてといいますか、総務課といたしましても、この決算前

に、３月の補正予算前にいろいろ資料も出しながら、落とせるものは落としていくとい

うことで努力をしてまいりました。その結果ですまれども、一般管理費でいいますと、

例えば旅費であったりとか財用費であったりとかというところが少し、１００万円程度

残金があったりとかいたします。（「委託料の話ししよる」と呼ぶ者あり）

委託料ですか。委託料につきましては、大方３００万円程度が、財産管理の委託料で

いいますと、違いますか。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長、よろしいですか。

澤田議員の質問は、まず、決算書４４ページの委託料、これは不用額が５３１万円出

てますね。まずこれの要にと、その次に決算書４６ページの財産管理費の財用費で６４

４万円の不用額。その下、同じ４６ページの委託料、これ３２８万円。もう１点が４９

ページの負担金、補助金、これ ０２９万円。特にこの負担金、補助金のところについ

ては、予算に対しての半分不用額が出ているまれども、この要にを答えてくださいいう

質問になりますので、１点１点、その４点、上から順番に答えていただまますか。まず、

４４ページですね。

岡部総務課長、一度まっていただいて。

黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。不用額につ

きましては、昨年よりも大分落ちてきたといった、総務費につきましては落ちてきたと

いったところでございます。その中で、御質問いただいてます一般管理費の委託料でご

ざいますが、これにつきましては５３１万 ９２０円ということでございます。主なも

のにつきましては、ふるさと納税の推進に係る部分で、納税額が、寄附金額が大分増え

てきた中で、返礼品代を補正等で対応したわまですが、結果的には少し思っていたとこ

ろよりも伸びがなかったといったところで、不用になったということでございます。

それから、財産管理費関係につきましては、これにつきましては５００万程度が、マ

イクロバスの関係で不用が少し出たといったところでございます。それから、総務課に

係る部分は以上ですかね。

○議長（小寺 俊輔君） すみません、黒田財政特命参事、教ほどのマイクロバスに係る

部分というのは、財産管理費の財用費、委託料どちらですか。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 委託料ですね。

○議長（小寺 俊輔君） 委託料のほうで５００万ですか。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） もう一つ財用費のほうもお聞きをしたわ

まですが、これにつきましては、議員もおっしゃられたとおりに、積み上げてきた中で、
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経費のの減、経常的な経費になりますので、ここについては経費のの減を図りながら不

用になったということでございます。

それから、管管費の関係、次は管管費ですね。管管費の関係につきましては、少し真

弓課長のほうから御説明をさせていただきたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

管管費の負担金、補助及び管付金の不用額の件でございます。主な要にとしましては、

創業支援補助金といいますのが、このうち５００万程度あります。３件のお申出を受ま

ておりまして、補正予算の際に再度精査をしまして、どうされますかということを確認

したんですが、何とか年度末までにやりたいということをおっしゃった方が３件ござい

ます。それと、アグリイノベーション、農産加工場の建設、地方創生推進管付金事業の

補助金がございまして、６００万の予算をしておったところ２８０万の執行ということ

でございまして、３２０万の不用が出てるということでございます。これも年度末まで

に何とか執行したいということをおっしゃっていたわまですまれども、年度末にそうい

う結果になったということでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。順番に行きます。まず、４４ページの

一般管理費の委託料５３１万 ０００円の不用額。これは今、財政特命参事がふるさと

納税の分についてというふうにおっしゃったのと、それと、岡部総務課長からは３月補

正前に各担当とも精査したんやということをおっしゃったことを受まて、再質問するん

ですまども、私がこの委託料、予算書と補正予算書、全てずっと見ましたところ、シス

テテのテテ委託料、これが当当予算が ４０５万円、これが岡部総務課長がおっしゃっ

た３月補正第８号、十分に精査したとおっしゃった部分でマイナスの２００万円。現計

予算が ２０５万円、それで支出が ５０２万円なんですわ。ここで７０２万円の不用 

額が出てるという。関連してですまども、システテの用の額持委託料が、当当予算が

６４２万円で、逆に支出は ８７４万円支出されている。ここで２３２万 ０００円の 

余分に食ってるわまですね。そういったところを合算すると、ほぼ５３１万円になると

いうふうに見とるんですまども、教ほどの回答とずれがありますので、一度精査をお願

いします。

それと、４６ページの財用費については、黒田財政特命参事もおっしゃった、私も質

問のときにまったとおり、修繕費で３２８万ほど出とんですまどね、不用額が。これは

年度末までに何があるか分からないということで、置かれた分については一定の理解を

します。

同じく財産管理費の委託料なんですまども、マイクロバスのの行の管理委託料で５０

０万円の不用額が出たとおっしゃいましたまども、マイクロバスのの行・管理委託料は、

当当が ００４万 ０００円、精査された３月の第８号の補正予算でマイナスの１４６ 
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万 ０００円。現計予算８５７万 ０００円で、支出があったのが５６５万 ０００円  

で、マイクロバスのの行・管理委託料で２９１万 ０００円の不用額が出とんです。十

分に精査されたという、３月に精査された部分で１４６万 ０００円の減しかしてなく

て、２９１万円の残が出てると。その辺のところ、３月の精査、３月補正に向また精査

の状況を再度お尋ねします。

それと、管管費はひと・まち・みらい課長がおっしゃったとおりの残額です。それに

加えて、移住支援金が支出がなかったので、１００万プラスで、その３つの合計で８８

９万円ほどになりますので、ほぼ不用額に近い部分なんですまども、この機能性野菜、

２号補正で ８００万増額補正して、５号補正で６２０万円減額して、課長がおっしゃ

ったとおり６００万円の補助があったんですまども、そのうち２８０万円の支出で、残

り３２０万円は何をしようとしててできなかったのか、それを教えてください。以上、

３点ですね。財産管理費の財用費については結構です。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。澤田議員のおっしゃるとおり、

まず委託料の部分で、総合行政用コンピューターののの事業のほうで２００万円程度の

不用額が出ておると思います。この部分については、３月の段階で、業務委託でテテ業

務をやるつもりでおったんですまれども、その後、委託業務の中で職員の使うパソコン

の導入経費なんかも入ってございまして、そういうところが実際購入の段階になって、

金額が少し安くなったり、数もある程度減ったというようなこともございまして、当当

の予定よりも安くなったというのが、コンピューター関係の業務委託のー額であるとい

うことでございます。

それから、財産管理事業のマイクロバスの委託料の件でございますが、これも議員お

っしゃるとおり、私がまべたところでは２９１万円余りの残額が出ておるということで、

これももう３月定例会を見越して、１月ぐらいにどのぐらいの見込みが出るかというこ

とで協議をしたわまですまれども、正味のところ、どんどんこれから教出張とかも出て

くるかもしれないというようなことで、神姫グリーンバスさんからの請８がどのぐらい

落ちてくるかというのはちょっと見込めない状況もございました。それから、昨年、契

約上の話ですまれども、年間の回数によって年度末に精算をするというようなことにな

っておるんですが、最終的に年度末でちょっと余分にー額が出たといいますか、精算に

よって減ったというようなことも想定外にありましたので、そういうところを含めまし

て２９０万円余りの不用額が出たというようなことになってございます。今、総務課の

ほうの分は２点でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

アグリイノベーション、機能性野菜の６次産業化の執行できなかった分ということでご

ざいます。当当は、すみません、ちょっと、特に変わりましたのが、ま市部でのアンテ
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ナショップというものを開催しようと、設置しようとしておりました。それがま市部で

の設置についてなかなか進まなかったということでございます。といいますのは、実際

に設置しようといろいろと動いたわまですが、ま市部におまます設置の借り上げの家賃

等、かなりの高額な家賃になってくるというようなことも、当当予定しておりました金

額よりもかなりかかるというふうな、ちょっと当当の想定とは違うことが出てきたとい

うことでありますとか、また売上げをしていくための、それだまのものを売っていくと

いうことが少し、かなり無理があるんじゃないかというふうなことで、社内での再度精

査をされたということでございまして、その結果、このアンテナショップをやめて、移

動販売といいますか、キッチンカーというふうなものでそれぞれのイベント場所とか、

そういうところに持っていって、そこで販売をしてはどうかというふうなことで進めて

おったんですが、そのキッチンカーのほうも最終的にならなかったということでござい

まして、その分最終的に事業費を落としたというふうなことでございます。ちょっとそ

の辺も社内でのま整の結果、精査された結果、私どものほうからもどうですかというこ

とで再財催促しまして確認をしておったわまですが、最終的にそういう結果になったと

いうことでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。それぞれ回答があったわまなんですま

ども、３月補正で十分精査をして減額すべきは減額したというふうに最当に岡部課長か

らあったんですが、３月補正ということになりますと１月中ぐらいには結論出される。

ということは残り２か月分ですよね、支出は。ですから、十分に精査をしていただいて、

３月補正に臨んでほしいなというところです。不用額が出るのは、もう皆さん方も十分

御承知のとおり、予定していた事業を計管どおり執行できなかった、これはひと・まち

・みらい課の今の管管費の例です。予算よりも、精査したことによって、より安価な方

法、別の方法を興えて執行できて減額できたとか、そういうこともあると思いますし、

一番あってはならんのは、予算上の見積りが甘くて余裕のある予算やったという、それ

で余ったんやということではあかんわまですまども、それにしても、それぞれの補正の

時期に適切に補正をしていただく。大切な一般財源ですので、今後も十分に精査をして

活用いただきますように、今後の執行に向まてお願いをしておきます。何かあればコメ

ントをお願いします。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。澤田議員おっしゃるとおり、

し重な財源ということでございますし、マイクロバスの件でいいますと、一旦は３月議

会でも減額補正もさせていただいたんでございますまども、結果的にそういうことにな

ったということです。

あと、一般管理費は非常にたくさんの細かい事業が重なっておりまして、それぞれで

予算を組んでおるというようなことも、若干澤田議員もおっしゃられたとおりですまど
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も、そういう面もございまして、なかなか全てをトータルでということになるとましい

んですが、ところが、教ほど申されたとおりし重な財源でございますので、今後も予算

執行をしっかりやって、不用額があまり出ないような形で精査させていただきたいとい

うように思っております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 今、総務課の質問なんですまども、澤田議員からは、町全まの

予算の執行とか、いわゆる補正での精査するとか全まのことになりますので、副町長も

その全まを通しての答弁を、今後に向まてもっと努力しますなりの答弁をお願いします。

○副町長（前田 義人君） 前田でございます。今、総務課長からお話しさせていただき

ました。この御指摘につきましては、以前から議会よりいただいておりまして、決算時

にいただいてまして、努力をさせていただきますということで努めてまいりました。今、

総務課長がお話ししたとおり、努力はしたということですが、数字を見るとまだまだ甘

いということが結果であろうというふうに思います。改めまして、全職員に号令をかま

て、しっかりとした予算要８と執行と精査というふうなことを努めてまいりたいと思い

ますので、今後ともよろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） １１番、栗原です。説明資料の２６ページ、コミバスの

の事業と、それから路線バスコミュニティ料金化事業についてです。

昨年度、コミバスの関係で利用者減で５００万円のプラスと、あと、料金の提示が上

がったということで６００万、昨年度は １００万上がってます。今年は６４万円の増

になっております。まず１つ目が、この理由。次に、コミュティバスのほうが利用者数

が全然入っておりません。何人から何人になったのかちょっと分からないんで、それを

教えてほしいのと、多分利用がなくなれば負担もゼロになると思うんですが、その辺教

えてほしいというのが２点目です。３点目、両方とも前年度比９⒍３％になっておりま

す。これ間違いないか、ちょっと確認してください。その３点お願いします。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

コミュニティバス、昨年に比べまして少し微増ということでございます。これにつきま

しては、通常の人件費の増でありますとか、そういうふうな通常の増加ということでは

興えております。

次に、次次人員ということでございます。全まで１７万 １７１人の次次人員という

ことでございまして、昨年、令和２年に比べまして９⒍３％ということになっておりま

す。９⒍３％ということで、令和２年度が１８万 ９９９人ということですので、９ ⒍

３％ということになっております。

コミュニティ料金化事業のほうも全まで上げておりますので、そういう人数で９⒍３

％ということで上げさせていただいております。以上でございます。
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○議長（小寺 俊輔君） 真弓課長、栗原議員の質問は、いわゆる路線バスコミュニティ

料金化事業の部分のとこでされてたと思うんですまど、その中でも利用がなくなればこ

れは発生しないのかという質問もあったと思うんです。その部分をまずお願いできます

か。

真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

失礼しました。料金化事業といいますのは、これは路線バス、生野線についての分でご

ざいまして、この生野線につきましては、コミュニティバス路線ではなくて、もう民間

バス会社の路線ということで路線バスというの用をしていただいておりますが、次次さ

れる方がコミュニティバスと同様の形で、一次次２００円というふうなことで次れるよ

うにということで、そのー額を料金化事業ということで出させていただいておるもので

ございまして、これにつきましても全まの分で出しておりますので、次次人員は９⒍３

％ということで、この路線バスにつきましては引き続き支出をしていくということにな

ろうかと思います。以上です。

すみません。料金化事業の次次人員がゼロであれば出す必要がないということでござ

います。それはそのとおりでございまして、生野線にどなたも次られないということに

なればゼロということになろうかと思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） それと真弓課長、栗原議員は、いわゆるこの料金化事業、この

路線、テ野駅と総合病院、生野駅を結ぶ路線についての次次人数を尋ねられたんですま

ども、真弓課長は多分全まの、コミバス全まの人数は答えていただいたんですまども、

いわゆるこの料金化に関わる路線の利用人数というのは分かりますか。

真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

全まの人員というのはちょっと手元にないんですが、コミュニティバス料金化事業とし

て利用された、生野駅から総合病院までの間につきましては ８０５人、生野からテ野

駅まで次次された分といいますのが２万 ９０６人ということになっております。そう

いうことでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

８番、藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。関連ですまれど、説明資料によります

と、９⒍３％、公共管通としてほぼ役割を達成できたというコメントが書いてあるんで

すまれど、前回から人数が減りながらこのコメントはおかしい、この範囲内はあるんで

すか。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

９⒍３％ということで、コロナ禍ということで、昨年より、昨年来徐財に利用者が減っ
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てきているということでございます。人口の減少とか、そういうこともございますし、

いろんな要にで減少してきてるということでございます。ところが、こういう移動手段

のない方についての移動手段として確保することができたということでございますので、

そういう意味でこういう記載をさせていただいているということでございます。次次人

員が減ってきてるということは重財承知しておりますので、それにつきましては、現在

デマンと管通等の、次のテたな手段というものも現在検討しているということでござい

ます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ８番、藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。となれば、こういうコメントを書くん

じゃなしに、いろいろ反省点の中からという、改善するようなコメントでなまればいま

ないと思うんですまれど、ちょっと次次が減りながらおかしいコメント、そこら辺りも

しっかり、やはり文書に残るんですから、明記すべきと思いますまど。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

一定の役割を果たすことができたということで、こういう記載をさせていただいており

ますが、今後につきましては少し記述方法を検討しながら気をつまていきたいと思いま

す。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。２款総務費よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 次に、３款民生費、６６ページまでをお願いします。質疑のあ

る方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。ここでも同じく不用額について１点教

えてください。

民生費の社会福祉費の社会福祉総務費、５９ページの一番下、１８のの負担金、補助

及び管付金で ０２７万 ０００円の不用額が出てます。これの中及、次のページの一 

番下の住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金も関連するのかなと思うんですまども、

この不用額の中及を、要にを教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。澤田議員の御質問に

ついてお答えをさせていただきます。

議員おっしゃられるとおり、住民税非課税世帯に対する臨時特別管付金につきまして

は、こちらが想定していたよりも非課税世帯が少なかったということで、 ９００万円

残っているというところで、ほぼこの不用額の分が残ったというところで、申請が年を

越しての申請もありますので、なかなか落とせなかったというところで残っております。

以上です。
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○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。財政特命参事に教えてほしいんですま

ども、この ９００万円ぐらい残った分というのは、これはもう国ど返すことになるん

ですか。テたな財源として令和４年度に充当されてるんでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。不用額につ

きましては、この事業１０分の１０の国が推奨する事業でございます。したがいまして、

年度ごとに実績に応じてといったところでございますので、この部分の不用につきまし

ては実績がそこまで達していないということでありまして、繰越しになるとか返還が生

じるとか、そういったようなことはございません。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。ちょっとよく分からないんで教えてく

ださい。

繰越しをするとか返還をしないということになったら、このお金はどうなるんですか、

９００万円。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。少し説明部

分が足りなかったのかもしれませんが、実績に基づいて特定財源という形で入ってきま

すので、この部分につきましては国のほうに実績の申請をしないということでございま

す。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） 説明資料４４ページの災害時要援護者管理システテの登

録の人数なんですが、昨年度、令和２年度３０５名やったんが、今年度は２７７人に減

ってます。この減少した理由についてちょっと教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。昨年よりも３５名ぐ

らい減っていると思います。これにつきましては、死亡された方、あと施設に入所され

た方、長期入院された方については外させていただいてますので、減ってるというとこ

ろですまども、今まだ登録されていない方につきましては、ぜひ登録をしていただきた

いという呼びかまはしております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。決算書の６３ページになります。民生

費の医療助成費の中の１９の費助費になりますが、その中の費費費等医療費費助費が

２２７万 ９１４円と、その下の２子家２等医療費費助費が３１４万 ３１６円と出て 
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いますが、これは多分県費というんですか、補助も入っておりますし、町単独の分も入

っていると思うんです。説明資料では４７ページになりますまれども、その町単独分の

件数と金額を、この２つの項目について教えていただきたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。小島議員からの御質問の福祉

医療の町単分の件数並びに金額についてお答えをいたします。

まず、費費費医療の分ですが、町全まの対ま人数が ４９８人でございまして、この

うち町単独事業の対ま人員が３９１名、これに係る医療費が ７０６万 ５８１円でご 

ざいます。それから、２子家２の医療費助ですまども、全まの対ま者数が１００名、こ

れに対しまして町単独の対ま人員が４９名でございます。これに係る医療費が１４４万

９０２円でございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。３款民生費、質問ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、次に、４款衛生費、７２ページまでをお願いします。

質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。１点教えてください。７１ページの公

害対策費の水質検査委託料についてです。これは従来からも我財の教輩議員がこの水質

ま査の結果について、毎年結果を８められて、その８められている内容というのは、峰

山高原の、いわゆる塩カルの影響が水質にどう影響しとるんかと、塩カルが。それをま

べてほしいということを何年もまってこられたわまなんですまども、令和３年度のこの

水質検査については、そのようなことも含んだま査が行われておりますか。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。この水質検査につきましては、

今議員おっしゃったとおり、塩カルによる影響はどうなのかというところで、これまで

もいろいろ御質問いただいてきたところです。令和３年度につきましては、小田原川の

最上流部と、それから川上地内でこの小田原川が、どういうんですか、枝分かれして町

道峰山線のほうど走ってる、走ってるといいますか、上がる谷川があるんですまども、

片方は道路のほうには行ってないということで、その両方を今回は水質検査いたしまし

て、そういった違いがあるかというふうなところもまべたということでございます。以

上です。

○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。今回もその辺のところが分かるような

形の資料を、また決算特別委員会のときで結構ですので、提示していただいて、説明を

お願いしたいなと思います。よろしくお願いします。

○議長（小寺 俊輔君） では、決算特別委員会に資料のほうの提出をよろしくお願いし
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ます。

ほかに質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。７１ページの地球温暖化対策推進事業

委託料、それと再生可能エネルギー導入戦略策定事業委託料、それからＳＤＧｓ啓発活

動業務委託料、これらについてどこの業者に委託をされておるのか、それと何をま査を

していただいておられるのか、この２点をお願いいたしたい。

○議長（小寺 俊輔君） 井出住民生活課防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

それでは、再生可能エネルギー導入目標策定事業の委託業務につきましての委託業者に

つきましては、アセス部式会社姫路支店となります。この事業につきましては、地域再

生可能エネルギーの導入目標ということで、神河町の温室効果ガスの削減目標という部

分と、今後のどういった取組をしていくかという部分で、地球温暖化対策実行計管の区

域施策編の基となる導入目標という形で委託をさせていただいております。（「それぞ

れの事業の業者」と呼ぶ者あり）

もう一つ、地球温暖化対策推進業務委託料につきましても、これにつきましても同様

にアセス部式会社に委託をしてございます。

ローカルＳＤＧｓ推進事業につきましては、これは基本的には環境塾のポスターの作

成であるとか、修了証書、リーとレットの作成というところで、ハート大使でございま

す藤原ヒロさんのほうと業務、ポスターの作成につきましては委託をしてございます。

以上でございます。

地球温暖化対策推進業務委託業務の業務内容につきましては、かみかわ未来環境塾、

また神河町クールチョイスｄｅお見合いプロポーザル、そして昨年につきましては寺前

小学校と神河中学校の３年生、寺前小学校の３、４年生と神河中学校３年生を対まとし

ました出前講まを実施してございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。これらについて業務委託をされており

ますアセス姫路さんと、それからハート大使の藤原ヒロさん、その方にお願いしておる

わまなんですまども、これ町の意向としては、こういうことを町はやりたいんやという

意向を持ってま査をお願いしておられると思うんですまども、それらの意見管換会等に

ついて、業者さんとですよ、意見管換会等の回数はあるわまですか。開催をされておら

れますか。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

意見管換会といいますか、その事業事業ではそれぞれで打合せ等はさせていただいて、

実施はさせていただいているというところでございます。以上でございます。
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○議長（小寺 俊輔君） ５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。これ、これからの町の方向性を決める

大変重要なことです。ゼロカーボンを目指して頑張るんだということでございます。そ

ういった意味では、もっともっと町からの意見、こういう要望があるんやと、これに対

して、また皆様方の意見を聞かせてくださいというような意見聴取させていただいたり、

議論をしていく場も非常に大切かなと思うんで、今後そういう方向も興えていただきた

いなというふうに思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 井出防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

ありがとうございます。住民の意見という部分につきましては、この地球温暖化対策推

進業務につきましても、クールチョイス推進実行委員会というものを立ち上げてござい

まして、このクールチョイス推進実行委員会でそのま度、この事業内容についても御協

議いただくなり、御提まいただくなりをしてございます。またこの再生可能エネルギー

の導入戦略策定につきましても、策定委員会のほうにこのクールチョイスの推進実行委

員会の皆様にも御参加といいますか、御出席いただきまして、御意見なりをいただいて

るということで、一応、住民の皆様の代表という部分になろうかなと思うんですまども、

その推進実行委員会の皆様の御意見を尊重しながら進めてまいっております。以上でご

ざいます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに、民生費。

１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。説明資料の５９ページの上から３段目、

子育て世代包括支援センター事業についてお尋ねします。この効果・成果というところ、

子育て応援アプリにて予防接種スケジュールの管理、情報発信に活用したとありますが、

活用されてアプリ利用者の反応、これはどうだったのかいうことと、もう一つ、事業費

について、子育てアプリ委託料が１９万 ０００円となってますが、これの費用対効果、

利用者の反応と似てますまども、その費用対効果はいかがでしょうかいうことをお尋ね

します。

○議長（小寺 俊輔君） 木村健康福祉課保健師事業特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（木村 弘美君） 小島議員の御質問について、

健康福祉課特命参事、木村のほうから御説明させていただきたいと思います。子育てア

プリにおきましては、令和２年度の途中からこのシステテを導入させていただきまして、

現在のそういったアプリ利用者におきましては、入会者が約３７９名ほど入会していた

だいてるような状況にあります。ワクチン接種であったりとか、この事業におきまして

は、ワクチン接種の案内とか、それから２子の健診案内とかをそれぞれに案内させてい

ただいてるような状況にあります。また、委託料におきましては、金額的には１９万

０００円という年間の委託料にありますが、その委託料の中には月財のテしい案内等を
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業者のほうに情報提供しまして、業者のほうがそのシステテをつくり直していただいて

るような状況にあります。住民さんにおきましては、月財こういう健診がありますよい

うことで、携帯のほうに通知が来ますので、反応的には喜んでおられるような状況にあ

ります。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 木村特命参事、小島議員の質問では、住民の方の反応を受また

上での１９万 ０００円の費用対効果はどう興えておられるかという質問もあったと思

うんですまども、その部分は。

木村特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（木村 弘美君） 少ない委託料ではありますが、

多くの方に利用していただいてるっていう意味でも、費用対効果としては大きいと思っ

ております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

ほかに民生費、質疑のある方。よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） ここで暫時休憩いたします。再開を１０時３５分とします。

午前１０時１５分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

それでは、まず休憩前の小島議員、歳入のところの質問で、決算書２５ページ、保育

所のの負担金の決算書と説明資料の金額が違うという質疑に対しての回答がまとまりま

したので、お願いします。

橋教育課長。

○○○課長兼○○○○○○○長（ ○ 宏安君） 教育課、 橋でございます。小島議員

が質問されておられました保育所ののの費に関わる国、県の補助の内容でございます。

これにつきましては、説明資料の５２ページにあります財源の中に国、県の子育て支援

管付金４２３万、こちらが国費ののの費の負担金に国、県と分まて追加しているという

ような形になっております。この子育て支援管付金といいますのが、保育所ののの外で

一時預かりと延長保育の分に該当する分である国、県費の分をこちらのほうに追加して

計上しているような状況でございます。それで、国の国費のほうが１１１万と県費が２

１８万 ０００円プラスされてるというような状況となっております。以上でよろしい

ですか。

○議長（小寺 俊輔君） 小島議員、よろしいですか。質問はまた決算特別委員会のほう

でよろしくお願いします。

次に、５款農林水産業費、８０ページまでをお願いします。質疑のある方。農林水産

業費、質疑ございませんか。
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３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。農林水産業費の７７ページの地籍ま査

の関係です。この地籍ま査については、常任委員会等でも順まに進んでるということで

報告を受まております。大事な土地、財産の確定をされてる非常に大事な仕事というこ

とで理解をしております。その中で、各地域のま査員さんの方の確保、大変年齢も高齢

化しておると思いますし、昔の方でしたら下刈りとか、山にずっと行かれた経験のある

方が多くて、今、世代が替わって、その地域の山がどっち向いとるんかも分かれどんみ

たいな、そんな状況の世代になりつつある中で、地元の方のま査員の確保というのが順

まに進んでいるのか、どなたかは上がってもらわなあかんのんですまども、実際その地

元の方の確保とかそういう課題というのはないのか、その辺を教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 藤田地籍課長。

○地籍課長（藤田 晋作君） 地籍課、藤田でございます。ありがとうございます。実は

年財そういう詳しい方がおられなくなって、苦慮をしております。できるだま知っとる

人がおってのうちに、簡単な印でええから、山に登って、それとか隣の持ち主の人と話

をして、印を入れとってくださいねみたいなお願いはしてるんですまれども、もう山に

登るん嫌やというような雰囲気が出てまして、ま査も森林組合にもう委託しますという

ことで、だんだんやっぱり山に確認に上がってくれてん人がなくなってます。私どもと

しては、字限図とか、それから平成１７年頃から立木のま査を各村でされてますが、そ

ういうデータも活用しながら境界を決めていっているというような状況もありまして、

閲覧のときに持ち主の人に確認をしてもらうというような作業で進めております。なか

なかだんだん山に登ってくれる人がありません。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。７９ページの負担金、補助及び管付金

という形の中で、とと樹林と広と樹林のと合整興事業負担金 ７３１万 ０００円が出 

てるんですまども、これは事業は事業でええんですまども、今、山林はかなり皆伐とい

って、全部山をずんべらぼうにするような事業がかなり今進んでおります。そういった

ところに何とか広と樹林を今度植え込みをされるわまですね、切った後。その一部を何

とか広と樹林に植え替えていただくというような事業の協力をお願いをできないもんか

ということをお尋ねします。

○議長（小寺 俊輔君） 前川農林政策課長。

○農林政策課長（前川 穂積君） 農林政策課、前川でございます。まさにこのとと樹林

と広と樹林のと合整興事業というのは、部分的に皆伐をしまして、その跡地に広と樹を

植える事業でございます。それによりまして、と管林というのはとと樹と広と樹がとざ

ってある林という意味ですまれども、そういう林を造成することで野生動物等の餌場も

つくっていこうという趣旨の事業でございます。今年度この２つにつきましては、上小
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田地内で実施をしておりますまれども、今後も県の緑税事業で、町の負担がなしにでき

る事業でございますので、事業としては要望してまいりたいと思っております。

それから、民間の皆伐をされた後に広と樹を植えるというのも、この事業が１つのモ

デルケースになって、こういうような広と樹を植えていくということも必要なのではな

いでしょうかという御提案を民間の方、森林所有者の方にもできる１つのモデルのケー

スというふうに興えております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。そういった事業を民間の方財がどうい

うふうに受ま取られるかなんですまども、そういう協力度みたいなものは見えますか。

○議長（小寺 俊輔君） 前川農林政策課長。

○農林政策課長（前川 穂積君） 農林政策課、前川でございます。とと樹の今の山を伐

採しまして、広と樹に替えたいというような直接的なお話というのは、今の時点、財別

では伺っておらないところでございます。ただ、これは合橋当当やったかと思いますま

れども、山の尾根筋を全部広と樹に替えたらどうやと、とと樹が多過ぎるん違うかとい

う話は以前からあったものでございまして、今後、森林整興を進める中で広と樹林どの

一部転換というものは必要になってくるというふうに理解をしております。以上でござ

います。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。農林水産業費、よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは次に、６款商工費、８３ページまでをお願いします。

質疑のある方。商工費、質問ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） では次に、７款土木費、８７ページまでをお願いします。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） １１番、栗原です。説明資料の８２ページ、町の駐次場

管理事業、これ２年度と比べて月ぎめの利用者２２台減になっとんですが、金額的にも

８３万円ほど減っとんですが、この理由が分かればちょっと教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 井出住民生活課防災特命参事。

○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

詳細な理由につきましては、こちらとしては把握はしておりませんまれども、コロナの

関係で利用者の減少ということがあったのかなという部分は想像はできますまれども、

詳細なところは今のところは把握はできておりません。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） １１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） 今、詳細は分からないということなんですが、コロナの

関係で月ぎめが減るっていうのは、それ、ちょっと意味が分からんですまど。

○議長（小寺 俊輔君） 井出特命参事。
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○住民生活課副課長兼防災特命参事（井出 博君） 住民生活課、井出でございます。

これも確かなところかなというところですまれども、勤務の関係で、これまでＪＲを利

用されていた方が、そういった三密になるということを回避して、自家用次で通勤され

たということで、そういった対応もあったのかなということも興えられるというところ

でございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

ほかに質疑のある方。土木よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは次に、８款消防費、９０ページまでをお願いします。

質疑のある方。消防費よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） では次に、９款教育費、１０６ページまでをお願いします。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。通学バスの人数を教えていただきたい

んですまど、小学校、中学校、それから費稚園とありますんで、何人利用してるか教え

ていただまませんか。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長。

○○○課長兼○○○○○○○長（ ○ 宏安君） 教育課、 橋でございます。スクール

バスはそれぞれ小、中、費稚園とありまして、人数につきましては、ちょっと資料で算

出いたしますので、時間をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長、その資料があるんであれば、例えばその資料を

決算特別委員会に提出していただくというのは可能ですか。

○○○課長兼○○○○○○○長（ ○ 宏安君） はい、委員会で提出させていただきま

す。

○議長（小寺 俊輔君） ならそれでよろしいですかね。

橋教育課長。

○○○課長兼○○○○○○○長（ ○ 宏安君） バスの詳細につきましては、決算特別

委員会のほうで資料提出のほうをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。

○議長（小寺 俊輔君） お願いします。

ほかに質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。中学校、小学校、費稚園あるわまなん

ですまども、今現在の費童生徒数の推移いうたら、どのような状況になっとるんか、毎

年何％ぐらい少なくなってるのか、その辺のとこを教えていただきたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長。
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○○○課長兼○○○○○○○長（ ○ 宏安君） 教育課、 橋でございます。費小中と

いいますか、年度ごとの人数のほうがよろしいかと思うんですまども、令和４年度につ

きましては、今現在、中学校は２９７人、小学校につきましては、４２８名、これは６

月現在ということで御了承いただきたいと思います。費稚園、保育所関係につきまして

は４歳、５歳費ですまども１４８人で、あと費費費につきまして、３歳費が６６人、２

歳費が５０人、１歳費が６５人、ゼロ歳費が４６人といった状況となっております。以

上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長、質疑はいわゆる人数の推移ですね。例えば前年

度に比べてどれぐらいとかいう質疑ですので。

橋教育課長。

○○○課長兼○○○○○○○長（ ○ 宏安君） ４歳、５歳費までにつきましては、年

度ごとに七十三、五名ほどいるわまなんですまども、４歳費以降につきましては、１０

％ずつ……。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長、すみません。一度まっていただまますか。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） 例えば中学生が今は２９７人おられますまども、前年度

は何人おられた、それで何人減りました、そしてまた当然小学校は４２８人やまども、

６年生の子が何人おって、来年は何人進級されますというような形で、ちょっとその辺

の数字だまでよろしいです。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長。

○○○課長兼○○○○○○○長（ ○ 宏安君） 教育課、 橋でございます。昨年度に

つきましては、中学校が２９５名という状況でございまして、本年度は２９７名という

ことで、ーはほとんどないというようなところでございます。小学校につきましては、

４６１名でございまして、今年は４２８名と３３名減少しているような形となっており

ます。（「来年」と呼ぶ者あり）来年ですか、令和５年度の見込みにつきましては、中

学校が２６８名ということで、２９名ほど減少する見込みです。小学校につきましては、

４３１名ということで、そんなに人数的には変わらないというような状況となります。

以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

入江教育長。

○○○長（入江多喜夫君） 教育長、入江でございます。人数的なものは今、課長が申し

たんですまども、中学校でいいますと、１つは現在３学級の学年がありますまども、来

年度からは全ての学級、普通学級ですまども、２学級になるという、そういうことを聞

いております。全ま的には大ま費小中合わせて８００人ほどでずっと推移をしてきてる

ということですが、確かに人数減の現まもありますが、極端にぐっと減ったとか、そう

いうことは、大ま８００人前後といいますか、ずっと推移はしておりますが、減ってき
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てることは事実でございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

暫時休憩といたします。

午前１０時５７分休憩

午前１１時１１分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

休憩前にケーブルテレビを御覧の皆様には、音声が流れないという不具合があったと

思います。ケーブルテレビのほうの機械トラブルにより、中継の音声が流れないという

不具合があったので休憩を取らせていただきましたまれども、無事に音声を拾うように

なりましたので、再開させていただきます。どうも御迷惑をおかまいたしました。

それでは、引き続き、９款教育費の質疑を受まます。教育費、質疑ございませんか。

よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） では次に、１０款公債費から財産に関するま書の最後までお願

いします。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、総括での質疑を受まます。質疑のある方。

８番、藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。毎回聞くんですまど、監査委員さんの

意見書の件でございます。このたび、テしく監査委員さん替わられました。そして、昨

年の７項目の意見書が提出され、今回も７項目ではありますまれど、②の項目でござい

ます、すみません、７ページね。この文章の中で、また、決算報告書は補助金の成果を

検証できる統一の報告様式を作成し、その報告様式に基づき、補助金管付団まから報告

を受まるように検討されたいと、この項目が付ま加わりました。改善されて、また違う

形のものかと思えば、それ以外は全く同じ文章の項目であります。これを受まてどうい

うふうに受ま取られますか。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田でございます。文字どおりというふうに御指摘をいただ

きました。各種団まの決算の状況というのは、決算書を添付して、監査委員さんに見て

いただくようにしてます。それで点検はしていただいてるんですが、各種団まによって

少し様式が違いますので、書きぶりが違うといったようなこともまきます。そういった

ところから決算書等に関する書類で統一的な書類を作って、一様に比較ができるように

というところをいただいております。あわせて補助金を単純に削るというお話ではなく

て、効果がそれであったのか否かというふうなところで補助金が効果的に使われている

かということを毎年のように検証しなさいというふうな御指摘をいただいたということ
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であります。これに関しましては、各課の補助金、出してる担当部局ありますので、一

斉に取り組んでいきたいなというふうに思ってます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ８番、藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） 藤森です。今回テしく加わった項目に関しては、それは

しっかりと改善をしていただきたいのですが、あとの項目の文章が全く同じです。前回

もこのコメントに副町長の中では、やはりしっかりと改善をやっていきますという意気

込みがあったのですまれど、全く同じということは、ちょっと理解がしかねます。努力

されたのか、そこら辺りの返答がありましたら。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。道半ばという表現が正しいものもありますし、取

組が甘かったというふうにまわざるを得ないものもあります。各課に事業を進行させる

指摘項目を改善するための計管をヒアリングをして取り組むようにとまってます。これ

が単年でできるものと、そうでないものがあります。特に４番の内部統制システテに関

しましては、これは簡単にはなかなかいかないということで、複数年かまながら、少し

ずつ前に進めていきたいということであります。それ以外のものにつきましては、単年

でできるものもありますが、常時忘れないようにして取り組んでいく必要のあるものと

いうことでの御指摘もいただいてます。改善されてないということももちろん含まれて

はいますが、このことは常に忘れないようにということの御指摘もいただいたというふ

うに理解してます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ８番、藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。監査委員さんのコメントの中に、改善

も見られましたがというコメントが入っておりますまれど、テしく２名の監査委員さん

が替わられて、同じ項目が入ってくるということはという疑問を持ったものでございま

す。次回もしっかりとこの件について改善策をお願いしておきます。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。ありがとうございます。しっかりと取り組んで報

告もさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。総括ということで、テ型コロナウイル

ス感染症対応の地方創生の臨時管付金のことについてお尋ねしたいと思います。今回決

算迎えました令和３年度の予算についても令和３年３月の予算特別委員会におきまして

の質疑の中で、例えば防災無線の不具合、そういった部分にこの管付金を充てるのは本

当にええことなんかというふうな質疑の中で、充当するそれぞれの事業の効果、成果に

ついて、決算も含め、十分に説明責任を果たすという回答がありましたので、私自及も

この予算に賛成したところであります。今回、決算期迎えましたので、ほかの事業も含
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め、この地方創生臨時管付金の事業のいわゆる費用対効果、それをそれぞれ精査したも

のの報告をお願いしたいなと思うんです。教ほど民生費のところで臨時管付金が ９０

０万円残りましたと。これは使用がなかったので残って、国ど申請しませんと。 ９０

０万円が神河に限度額として割当てがあったものが、 ９００万円使えなかったわまで

すよね。これが本当に費用対効果、ほんまよかったのかというところも思うところです。

それで、それぞれの事業についてなんですが、令和３年度分について、当当予算、あと

補正予算で総額として神河町に限度額どれだまの割当てがあったのか、それぞれ当当予

算、補正予算で想定された各事業で、実質的に使用が、この管付金を活用した事業の執

行額がどれだまであったのか、どれだま使わなかったのか、その辺が分かる資料を決算

特別委員会で結構ですので提示をお願いしたいと思います。今の段階で何かコメントが

あれば。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。ありがとう

ございます。まず、非課税世帯の部分のところもまわれたんですが、それについては限

度額ではございませんので、その部分は限度額でないということで御認識いただきたい

と思います。

それから臨時管付金につきましては、教ほどもおっしゃられたとおりのところで、十

分に成果と効果、それを検証していく、そして課題が何なのかということを次につなげ

ていくというところだろうと思ってございます。特に活用の部分が適正であったかとい

ったところについては、非常に厳しい実施計管書の中及を国とのやり取りで出して承認

をいただいておりますので、まず手続的なところについては問題ないんだろうというふ

うに私は認識をいたしてございます。そうしまして、少し資料として分析も含めた部分

が分かるところということで提出をということでございますので、限度額、それから事

業の内容、それを今年度分含めた中でどのような成果があったのか、そして課題は何だ

ったのか、そこの部分が分かる部分をまとめたような資料を作成しまして、次回の特別

委員会のほうに御提出をさせていただいて、また御質問、あるいは御指摘等も受まてい

って、今後、臨時管付金は恐らく令和５年度にはないだろうというふうには思うんです

が、それでもコロナが終たしましても傷痕は当分続くと、それも含めた中でこういった

ものをどのように興えていくのかといったところも検証してまいりたいというふうに思

っておりますので、そういった資料を用意させていただきたいというふうに思います。

以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。人口減少対策についてちょっとお伺い

します。地域創生総合戦略におきまして、その効果を聞くわまなんですまども、自然減

で高齢化が進む中で、それなりに理解は、分かるんですまども、出生率が非常に低いと
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いうことで、昨年度は４７名やったんかな、ぐらいだったと思うんですまども、非常に

少なくなってます。そういった中でどういう効果が、これまでいろいろ対策されてこら

れました。若者向まの住宅や、また家賃補助、そしてテ築、リとォーテの補助等につい

ても十分に神崎郡内では恐らく神河町が一番手厚い対策かなというふうには思っておる

んですまども、こういう形の中で、やはり１５歳から６５歳未満の方の移住があったの

かどうか、出生率は少ないんですまれども、また移住をされる方、そういう手厚い対策

の中をどういうふうに皆さんが受ま取って移住をされたのか、そしてそれの効果はどう

いうふうに出ておるのかいうことをお聞きいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

安部議員御質問の人口減少対策の効果ということでございます。この第１期に続きまし

て、第２期の地方創生総合戦略というものを立てておりまして、それに基づきまして、

管流から関係、そして定住どということで進めてきております。その中で一番の効果が

上がってる施策ということで、若者世帯向まの住宅施策というものを前回の委員会のと

きにも御説明をさせていただいてるということでございます。この８年間で、特に ２

００名余りの方の転出されるのを防ぐ、そして転入を増やしていくというふうな施策を

進めてきてるわまでございまして、 ２００名程度の効果を上げてきてるということで

ございます。

そして、それとあわせまして、移住定住、空き家バンクをはじめとします移住につき

ましても進めてきてるということでございます。特に未就学費童の過去５か年の推移と

いう表が県のほうから示されておりますまれども、兵庫県下で神河町の未就学費童の過

去５年の減少率といいますのが、率に示しますと、明石市に次いで、県下４１市町の中

で、明石市だまがプラスということでございます。そのほかの４０の市町は全て未就学

費童減少という中におきまして、神河町がその明石市に次いで減少率、この減少率の少

ない町ということになっております。これもこの住宅施策等の効果ということで出てる

ことではないかと思っております。出生率がなかなか伸びないということなんですが、

片やそうやって転入してきていただまる方がお子さんも一緒に転入してきていただまる

ということですので、そういう面で出生率が伸びない分を補うといいますか、補う効果

としては出てるのではないかなということで思っております。今後も引き続きこういう

移住定住施策を進めていきたいということを興えております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。今、防災無線の放送で、若者向まの住

宅がまだ空き家がありますとかいう放送をちょこちょこ聞くんですまど、そういったと

こがかなり空いてるというような状況では、あまり転入者が来られないんかなと思った

りするんですまども、やはり転入していただくには、やっぱり１５歳から６５歳未満の

生産年齢の方、そういう方が入ってこられたら一番町にとってはありがたいことなんで
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すまど、その辺のとこをもっともっと全国に呼びかまて、呼びかまてまうたらおかしな

話なんですまども、そういう神河町はこういう町です、いいとこですよいうことをもっ

ともっとコマーシャルをしていただいたらええんかなと思ったりするんですまど、いか

がでしょう。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

テ野の住宅、あるいは中村の住宅ということで、若者世帯向まの住宅を建設しておりま

す。家賃４万円で住んでいただまるということで、この地方創生、一番最当に取り組ん

だ事業でございますが、家賃補助の制度と橋せまして、これのこういう制度で神河町の

ほうに転入してきていただきまして、まずは家賃を払ってお住まいいただいて、神河町

を気に入っていただいて、そしてテたに住宅取得の補助制度も持っておりますまれども、

そういう制度を使いまして、テたに神河町に住宅を建てていただくということで、こう

いう好循環といいますか、ができております。テ野ですとか、中村ですとか、空いてる

期間というものがあるんですが、そういう方が町内に住宅を建てていただくと。そのた

めに出ていかれて、そこがたまたま空いてると。そこにテたに住んでいただまる方を募

集してるということですので、そこら辺りは好循環ということでできてるのではないか

なと思っております。

そして、昨年来、テたな施策としまして、神河町に家を建てていただまる用地がない

というふうなこともございまして、宅地開発の補助制度というふうなものも今年度から

実施をさせていただいているところでございます。こういうふうに、もう一つは集合住

宅といいますか、そういうふうなテ婚世帯、あるいは転入、子育ての方財がお住まいい

ただまる、そういうふうな集合住宅についても不足しているということですので、分譲

地あるいは集合住宅、そういうふうなものをどんどん建てていただまる制度というもの

を今後は検討していきたいということを興えてるところでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。地域創生事業で今までいろいろと取り

組んでこられました。これは国費の支援を受まての話なんですまども、一番気になるの

が適化法の問題。成果が上がって、それなりに効果あればいいんですまど、中には上が

らないものもありますし、もう１年で潰れてるようなもんもあるようにも見受まられま

す。そのときのそういう適化法なんかの絡みはどのようになってるんでしょうか、ちょ

っと教えていただまませんか。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

それぞれの事業につきまして、国費による支援制度を利用しまして進めておる事業も多

財あります。やはり補助金管付要綱等の制度に次りまして、決められたの用を確保して
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いくということで、現在のところ進めているところでございまして、これもそれぞれの

制度について、補助金適化法、適正化法というふうなものの適用もされますので、それ

に反しないように今後も進めていきたいということを基本には興えているところでござ

います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。３回目になりますまども、積立金がか

なり大きくなっております。教ほど来から各課の不用額が増えているというような形で

質問もあったんですまども、この積立金が多くあるということについては、事業執行が

できていないということにもつながるんかなと思ったりするんですまど、いかがでしょ

うか。

○議長（小寺 俊輔君） どなたが答えられますか。

黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。積立金とい

うのは、繰越金ということでございましょうか。基金ですか。

○議長（小寺 俊輔君） ７のの基金の積立てやね。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 不用額の関係でもおっしゃられたわまで

すが、基本的に不用額と積立金の関係はございません。積立金につきましては、いろい

ろな要素がございます。１つ大きなところでまえば、普通管付税の中で、一時的になり

ますが、コロナ禍の中での再算定ということで、管付税がかなり伸びたので、それを積

立てをしておるので、基金だまを見ますと、財政ま整基金とそれから公共施設額持管理

基金ですか、その部分が非常に増えてると、積立てができたということでございます。

そして、不用額につきましては、教ほど……。

○議長（小寺 俊輔君） 財政特命参事、不用額の質問はされてません。安部議員が質問

されたのは、今回基金に７の積立てをされて、やるべき事業、やらなまればいまない事

業ができてないからそんなに７のも積み上がったんじゃないかっていう質問をされまし

たので、そういう方向で答えていただまますか。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 分かりました。失礼をしました。決して

予算の執行上の関係でやらなかったといったところで、基金の積立てが増えたというこ

とではなくて、教ほども申しましたように、特定のそういった管付税も含めまして、財

源的なものが増えたといったところで積立てが増えてるということでございます。でき

る限り予算の中で予算の執行につきましては、適正に、確実にということで努めてまい

りたいというふうに思ってございます。今後のののにつきましても、そういう基本のと

ころをしっかりと見定めてやっていきたいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いをいたしたいと思います。どうもありがとうございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。
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１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） 栗原です。説明資料の８９ページにある多自然居住推進

事業についてです。業務委託として、リバーズランに７３０万円いうお金を投じており

ます。これの現状とそのお金で何をされたのか、今後どういうふうに進めていかれるの

かということをちょっとお聞きしたいです。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

多自然居住の委託金の件でございます。昨年から一般社団法人リバーズランという組織

を立ち上げまして、そちらのほうに移住定住の業務を委託してるということでございま

す。この一般社団法人リバーズランには移住プランナー、昨年は定住支援員２名という

ことでございまして、定住支援員２名とプラス移住プランナーというものを本庁のほう

におきまして、この３名ま制で移住定住業務を進めてきたということでございます。今

年の４月からは移住プランナーにつきましても、この一般社団法人リバーズランのほう

に及分を移行しまして、この４月からは３名ま制で進めてきているということでござい

ます。

昨年につきましては、地方創生で５か年の計管ということで、特にシングルマザー移

住支援という事業を行ってきておりまして、その推進管付金の５か年間は任意団まとし

てやってきたということでございます。この地方創生推進管付金の管付金の性格自まが

補助金を取ったこの団まに５か年後は自立をできるようなことを興えていきなさいとい

うことが命題としてございましたので、この一般社団法人というものを立ち上げまして、

移住定住という業務をやっていくということを進めてきたということでございます。

この定住支援員という制度につきましても、総務省のほうの制度としてございまして、

財源としましては、特別管付税等を頂いて進めることができるということでございます。

そういうふうなものを頂きながら、移住定住という業務を、シングルマザーの既に移住

されてきている方もいらっしゃいますまれども、そういう方の相談ですとか、また、移

住をされたいという方の相談あるいは国、県のそういういろんなイベント等もございま

す。そういうものに一緒に行って、移住相談を受まてくるというふうなこと等をこの一

般社団法人リバーズランのほうで進めていくということを興えております。

この中で今年度につきましては、移住サポートセンターということで、改修費を一部

頂きまして、今、拠点施設としております柏尾地内にあります建物の１階を移住サポー

トセンターということで改修をしております。ここを管流広場、あるいはもともと喫茶

店部分でしたので、そういう部分を改修しまして、子ども食堂ですとか、子育て相談等

受まれる子育て中のお２様方に集まっていただまるような管流広場としてのののもして

いきたいということで興えているところでございます。こういうふうなことを総合的に

進める法人ということで、一般社団法人リバーズラン、こちらのほうに委託料として委

託しているものでございます。以上です。
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○議長（小寺 俊輔君） １１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） 大ま分かりました。何人か辞められたんで、今度ま制は

整って、ちゃんと今からののしていまそうですか、その辺確認だま。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

御心配をおかましてる部分ということで、それぞれの定住支援員で働いてきていただき

ました方が少しいろんな事情がありまして、お辞めになられたということでございまし

て、その後、また補充といいますか、人員の募集をしまして、社団法人のほうで募集を

していただきまして、そしてテたにその補充の人員も固まりましたので、テたな理事等

も選任いただいたりしながらテたなま制で進めようとしているところでございます。こ

の一般社団法人リバーズランに３年という期限で一応期限を設まております。ここで一

度その事業としての見直しをしようというふうなことでは興えているところでございま

して、それまではまだ１年半という時間があるわまですまれども、この間にテたなま制

整興等が整いましたので、これからテたに移住定住の業務をここで進めていくというこ

とでやっていきたいと思っております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。総括質疑、よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本件については、９名の委員で構成する決算特別委員会を設置

し、審査を付託したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第８２号議案は、決算特

別委員会を設置し、審査を付託することに決定しました。

ただいま設置しました決算特別委員会の委員の選任を行います。選任については、委

員会条例第８条の規定により、議長から指名します。

小島義次議員、木村秀幸議員、澤田俊一議員、 納良幸議員、安部重助議員、松岡宣

彦議員、藤森正晴議員、藤原資広議員、栗原 哉議員、以上９名を指名します。

お諮りします。ただいま指名しました９名の方を決算特別委員会の委員に選任するこ

とに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、決算特別委員会の委員は、

議長指名のとおり選任されました。

なお、決算特別委員会の委員長、副委員長は、委員会条例第９条の規定によって、委

員会で互選していただくことになっておりますので、よろしくお願いします。

ここで暫時休憩します。再開を１３時２０分とします。

午前１１時４５分休憩
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午後 １時２０分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

休憩中に決算特別委員会が開催され、正副委員長が互選されました。

委員長に栗原 哉議員、副委員長に澤田俊一議員がそれぞれ互選されていますので、

御報告申し上げます。

・ ・

日程第２ 第８３号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２、第８３号議案、令和３年度神河町介護療育支援事業

特別会計歳入歳出決算認定の件を議題とします。

本件に対する質疑に入ります。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。介護療育支援事業の特別会計の監査委

員意見書の中に、障害がある子供たちの学校卒業後の問題についてということで、成人

期の就労について、地元で働まる場を開拓することが課題であると、引き続きという、

これ昨年度も同じような指摘がありまして、昨年度の令和２年度の決算特別委員会の中

で、令和３年度に神崎郡自立支援協議会とケアステーションかんざきが共同で地域の小

・中学校の特別支援教室に在籍している費童生徒と保護者を対まに障害者の雇用を積極

的に行っている郡内の管業の現場どキャリアガイダンス、就職指導を行う計管であると、

そのような回答があったんですまども、３年度の実態、どのようなことが行われたのか

を教えてほしいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。澤田議員の質問につ

いてお答えをさせていただきます。昨年度もお話の中で、西本所長の意見ということで

述べさせていただきました。本年度につきましても、西本所長のほうからこの監査委員

さんの意見書についての回答という形で、私のほうが内容を受ま取らせていただいてま

すので読み上げさせていただきたいと思います。キャリア教育につきましては、昨年に

引き続き、神崎郡の自立支援協議会しごと部会、この神崎郡の自立支援協議会の会長を

西本所長のほうがされておりまして、そのしごと部会を通してキャリアガイダンスを実

施したというところです。福崎の工業団地等財行かせていただいて、雇用人数が４⒊５

人を超える事業所につきましては、障害者の雇用が義務づまられてるというところがあ

りますので、そのような施設を行かせていただいたというところです。将来働くイメー

ジが費童生徒、保護者ともに持ちにくく、実際の障害者雇用の現場を見学、ま験するこ

とは重要というところで、今後も引き続き継続的に活動を続まていく予定であるという

ふうに回答をいただいております。また、これまで障害者の雇用促進法による雇用義務、

教ほどまいましたが、４⒊５人、神河町内につきましては、なかなかこのような事業所
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がないというところがありますので、神崎郡という形で事業所のほうを回らせていただ

いたというところでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ありがとうございます。せっかくそういう手紙というか、

頂いておられるんであれば、提案のときにそういう説明もお願いしたいなと思うのと、

もう一つ、今回特別会計の決算説明資料を見せていただくと、この決算説明資料の３ペ

ージ、介護療育支援事業の３ページ、４ページを見ると、本当に会計の状況がよく分か

る資料がついとるんですね。事業内容があって、評価があって、今後の課題がどうなの

かということをこの見開き２ページで、本当に令和３年度の状況、今後の課題がよく整

理されています。ほかの会計も、今はこの特別会計の審議中ですまども、ほかの会計に

ついても、次年度以降このような形で事業の内容、評価、今後の課題をまとめてほしい

なと思うんです。今から教の特別会計でまた質問することがあるかもしれませんまども、

本当に分かりやすく説明してあります。これどなたが作られたんか分かりませんまども、

西本さんが作られたんやったら作られたでまた教えてほしいんですまども、実際、皆さ

んが監査委員さんの監査受まられるときにも、各課の今年度の事業の概要、そして今課

題が残って、今後どうしたらいいんやということを整理されて説明されていると思うん

ですよ。特別会計も同じで、整理されてるんですが、特にこの説明資料はいい形で作っ

てありますので、ほかの特別会計の部分についてもぜひ次年度からこういう作り方をし

てほしいなと思いますまども、いかがでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 全まのことになりますので、どうしましょう、副町長、よろし

いですか。

前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。介護療育の資料作りということで、評価をいただ

きましてありがとうございます。事業の内容によって書きぶりが少し、同一っていうふ

うにいかないかもしれませんが、できるだま事業内容、評価、そして今後の課題といっ

たような感じで、一見して分かりやすい資料というふうに努めてまいりたいと思います。

ありがとうございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしくお願いします。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。ただいま

澤田議員のほうから介護療育支援事業の特別会計決算状況の報告について、誰が作成し

たのかというところでございます。昨年度の内容を精査しながら作成するという部分も

ございまして、ケアステの西本所長のほうで作成をいただいてるところでございます。

もう一つは、提案説明の中で盛り込んだほうがよいのではというところもございます

ので、次年度以降、その部分も含めて分かりやすく説明を申し上げたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。以上でございます。
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○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） ちょっと関連ですまど、現在、神河町に成人で働まる場

所、就労できる場所っていうのはあるんですか。

○議長（小寺 俊輔君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。障害者につきまして

は、就労継続支援Ｂ型作業所、それからＡ型作業所という形で障害者雇用、一般管業の

障害者雇用以外の部分についてはその２か所の事業があります。２か所というのは、就

労継続Ｂというのが旧のま波酒造の春夏秋冬ですね。それと今、支庁舎の前にあります

ひと花、この部分が就Ｂの事業所になります。就Ａの事業所というのが春夏秋冬、これ

もＡとＢ両方を雇用をしてますので、Ａにつきましては、その１か所のみという形で、

あとは一般管業という形で、役場でも障害者雇用という形で何人か入っているというよ

うな形で、４⒊５人を超えている事業所については、一応、義務というところで、神河

町で、すみません、４⒊５人を超えている事業所というのは、ちょっと私のほうでは今

把握はしてないんですまども、役場、病院ぐらいかなというふうには思うんですまども、

すみません、詳しく分かりません。申し訳ございません。

○議長（小寺 俊輔君） １１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） 私、以前ありました加西でたいこ弁当いうのがありまし

たよね。ここはほとんど障害者の方が入っておられました。あと、市川町の奥にあるパ

ン屋さんもそうかなと思うんですまど、それと、澤のほうにたい焼き屋を障害者の方だ

までやられとるとこがあるんですまど、そういうふうなことをやっぱりちょっと興えて

いってもろうたら雇用につながるんじゃないかと思うんですが、どうですか。

○議長（小寺 俊輔君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） ありがとうございます。神河町のほうでもグループホ

ーテがある「ふれんど」ですね、そちらのほうでも、いづみ福祉会のほうが市川のほう

で作業所をされているというところで、民間に頼らざるを得ないところもあるんですま

ども、できるだま、そういう事業所が進出のお話があれば、こちらも積極的に場所の提

供とか、あと、そういう方の紹介とかはさせていただきたいというふうに興えてます。

ありがとうございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第８３号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３ 第８４号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第３、第８４号議案、令和３年度神河町国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算認定の件を議題とします。

本件に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。２点お伺いいたします。

不納欠損された件数、何件かを教えていただきたいと思います。

２つ目です。生活習慣病の動向、近年どのようになっているのか、ちょっと教えてい

ただまないでしょうか。ちょっと資料がなくて分からないので、よろしくお願いいたし

ます。

○議長（小寺 俊輔君） 長井税務課長。

○税務課長（長井 千晴君） 税務課、長井でございます。不納欠損の件数ですまども、

国民健康保険につきましては９件になります。９件、２６２万 ０００円の不納欠損を

しております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） では、次にもう１点、生活習慣病の動向についてを木村健康福

祉課保健師事業特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（木村 弘美君） 教ほどの質問についてお答え

させていただきます。健康福祉課の木村といいます。よろしくお願いします。

生活習慣病の動向といいまして、詳細っていうのが少し手元にはないんですまれど、

３年度になりますが、県と神河町と医療費等を比較しましたパーセンテージの割合です。

医療費分析におきまして、県と神河町を比較しまして、やっぱり第１位はがんといった

状況になっております。第２位に来るのが筋骨格系、この辺は県と比較しましても同じ

ような。第３位が精神、３位のところで糖尿病っていうのが県と神河町におきましても

疾病として出てくるんですまれど、ここが、やはり県と比較しても、神河町では糖尿病

で治療されてる方が多いような状況。それから、次に慢性腎臓病っていうような疾患が

上がってくるんですまれど、ここにおきましても、県と比較しましても、神河町におき

ましては多いような状況になっております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。なかなか一遍に理解できないんで、何

か分かるもんがあればありがたいんですまど、そうしないと、ちょっと見ても分かりま

せんし、一気にまわれてもちょっと全て頭に入りませんので、できればよろしくお願い

いたします。
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○議長（小寺 俊輔君） 木村健康福祉課保健師事業特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（木村 弘美君） 地域の全ま像の把握っていう

データがありますので、また提出させていただきたいと思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） よろしくお願いします。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。今の藤原資広議員さんの２番目の質問

に関連するんですまども、監査委員さんの意見書の８ページに、療養給付費が過去５年

間で最高額となっており、ＫＤＢですね、国保データベース、これを活用して、健康対

策を健康福祉課と協力し進めていく必要がありますと、このような監査委員さんの記述

があるんですまども、以前、たしかこの国保データベースの状況を見ると、例えば成人

男子の骨折が多いとか、そういう状況があったので、例えば骨粗鬆症の検査、成人男子

もするようになりましたみたいな対策が講じられたんですね。日財そういうふうにデー

タを活用されて、対策を興えておられると思うんですまども、今の神河町の国保の加入

者の疾病なりその状況、教ほどの藤原議員の質問で公開されるっていう情報というのが

この国保データベースに基づくものやと思うんですまども、私も今の傾向が分かるもの

が見たいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 木村特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（木村 弘美君） ありがとうございます。

確かに澤田議員がまわれましたように、令和２年度のときに、過去に男の方も女の方

も骨折で医療費が高いいうことで、男性の方、女性におきましてはの目の無料化ってい

うことをさせていただきました。そのときは、ただ、本当に県からデータをもらってた

ような状況でして、町でＫＤＢを活用してっていうところまでは至っておりませんでし

た。町の健康福祉課、システテが結構ましいんですまど、健康福祉課のほうでこのＫＤ

Ｂが見れるようになったのが本当につい最近というような状況でありまして、今までは

国保の住民生活課のほうで見させていただいてるような状況でした。今回出ております

ＫＤＢの表とかは、御提示させていただいて、情報提供させていただきたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 決算特別委員会にＫＤＢを活用したデータの提供をよろしくお

願いいたします。

ほかに質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第８４号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第４ 第８５号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第４、第８５号議案、令和３年度神河町後期高齢者医療事

業特別会計歳入歳出決算認定の件を議題とします。

本件に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第８５号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第５ 第８６号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第５、第８６号議案、令和３年度神河町介護保険事業特別

会計歳入歳出決算認定の件を議題とします。

本件に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。不納欠損されてる件数、教えていただ

まませんか。

○議長（小寺 俊輔君） 長井税務課長。

○税務課長（長井 千晴君） 税務課、長井でございます。介護保険の不納欠損につきま

しては３件になっております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） 現在、町内において、生活支援協議まの設立にーがある

と思うんですが、かなり年数もたってきたんですが、何でこんだまのーが出たんか、問

題点とその設立の方策について興えがあれば、ちょっと教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。今現在、町内に１３

の集落と１つの長谷地区のブロックという形で、１４今立ち上がっております。各区長

さん方に２年前に回らせていただいたんですまども、組織としてテたに集落内で立ち上
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げるというのがやはり人的に非常にましいというような意見をいただいてます。お願い

に行ったときにも、今ある既存の各隣保長が集まった村の協議会とか、そのようなとこ

ろを一緒に活用していただいてというような話もさせていただいたんですまども、一番、

反応的には、テしい組織をつくる人材がなかなかないんやというのが一番の要にやった

かなというふうに思ってます。今現在、総務課を中心に、自治協というのが今お話が出

ているというところで、できれば、その自治協の中に福祉部会的な、こういう助ま合い

の部会をつくっていただまればありがたいなというところで、一緒に話をさせていただ

またらありがたいなと。ただ、自治協を立ち上げるまでに、教に地域の助ま合いのこの

協議まのほうがしたいという話が出れば、私たちも積極的にお話をさせていただきます

よという話はさせていただいてます。

ですから、何とか教にできるところにつきましては、各集落のほう、説明に入らせて

いただきたいと思いますし、自治協が立ち上がった後ということになりますと、社会福

祉協議会のコーディネーターと一緒にまた取組の内容、概要について御紹介をさせてい

ただいたりしたいというふうに思います。その中で、今回６月の４日の日に、福本区で

取り組まれているような取組内容、また、教生に来ていただいて防災の関係の話をさせ

ていただいたので、少し４つか５つの集落のほうから安全安心カプセルの取組をしたい

んやというような、今、声がかかっておりますので、積極的に入っていきたいというふ

うに興えております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） １１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） 今、自治協のほうで、その中で福祉部門というような形

の答弁がありましたまど、現実問題としては、各集落でまとまらんやつを自治協でまと

まるかいうたら、まず無理やと思います。自治協のほうが範囲が広いですからね。だか

ら、私らも、これ何で問題になっとんかっていうのが、今の説明だまではちょっとはっ

きり分からないんです。というのは、私らのほうの長谷っていうところは、もう私がま

だ議員になる前に相談受ままして、それやろうやいう話になって進めていって、割と早

くまとまったんです。それが何でほかのとこでできないんかな。人口が多いからかもし

れませんまど、やはり自治協ができてからっていうんじゃなくて、やっぱりその生活支

援協議まは早うからやっとんやから、やっぱり教、進めるべきだと思うんですまど、ど

うですか。

○議長（小寺 俊輔君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） ありがとうございます。

当当は、これ、平成３０年から進めてきてたんですまども、兵庫県下では各小学校区

に１つの生活支援協議まを立ち上げてくださいという話がありました。健康福祉課も小

学校区でという話も進めてたんですまども、同じ小学校区の中でも、集落によってはや

はり問題が違うというようなことがあります。当然、粟賀小学校区の中でも、根宇野と

一番南の貝野となると、やはり地域性も違うというところで、全ての集落にこの生活支
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援協議まを立ち上げていただいたほうが地域の声が上がってくるんじゃないかというこ

とでお話をさせていただいてたんですまども、こちらが想定してたよりも、やはりなか

なか地域のほうでは、人的なことも含めて、まだ問題意識が薄かったのかもしれません

し、私たちの声かまの熱意が伝わらなかったのかもしれませんまども、今そういうよう

な現状というところであります。自治協を待っていたら本当にできるのかというのは、

今指摘をいただいたとおりでありますので、再度、また区長会等財でもこの生活支援協

議まの必要性、訴えていきたいというふうに思います。ありがとうございます。

○議長（小寺 俊輔君） 関連しての質問はありますか。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。今の栗原議員に関連なんですまども、

今、桐月課長のほうからも、自治協でということやったんですまども、実は福本区が町

内で１４番目に立ち上がった最後の自治協です。それも、やっぱりほかの自治協の事例

ですね、特に大山区の事例を町でやったとォーラテで私たちが勉強して、やっぱりこれ

はやらなあかんなと、そういうふうに取り組もうとしたわまですね。今回、福本区が何

年かたって、福本区のそういう事例発表があって、命のカプセルからやったら入れるな

と、やっぱりね、こういう組織というか、テたな取組しよう思ったら、きっかまが必要

なんですね。ですから、やっぱり今回のとォーラテはとォーラテでよかったと思うんで

すまども、やっぱりもう少し区長会だまやなしに、民生委員さん通じるとか、いろんな

方にやっぱり、区長さんを窓口にしてると、区長さんには失礼なまい方になるかもしれ

ませんが、区長さん、大変お忙しい方ばっかりなので、もうこれはという、急ぐところ

からというふうにどうもなりがちやと思うんですね。ですから、大勢の方財に同じ情報

が伝わっていまば、その周りからうちもやりましょうよっていう声がまこると思います

ので、何とかそういう取組を、教ほど桐月課長のほうからは、自分たちの訴えがもう少

し届かなかったのかという反省の弁もありましたまども、やはりそうやと思うんです、

はっきりまって。やっぱりもっと力を入れて、必要なことやと思います。これ、自治協

でももちろん取り組めることかもしれませんが、例えば福本区の例でいいますと、区全

まで興えるんと違って、隣保で興えようというふうに、さらに顔が見える範囲に活動の

エリアを狭めようとしとるんですね。やっぱりそういうものだと思いますので、助ま合

いっていうのは。見守り、助ま合いっていうのはそういうことだと思いますので、その

本質を理解していただいて、さらに地域どの呼びかまをお願いしたいなと思います。よ

ろしくお願いします。

○議長（小寺 俊輔君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。ありがとうございま

す。

民生委員さん、今回１１月で管代される民生委員さんもおられますし、協力員さんも

替わられます。ぜひ早い時期にこの必要性を説明をさせていただいたり、また地域のボ
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ランティアで活躍していただいてる方に必要性を訴えながら、下からこの協議まを立ち

上げていく必要があるんやという声が上がっていくような取組をしたいと思います。あ

りがとうございます。

○議長（小寺 俊輔君） 岡部総務課長。

○総務課長（岡部 成幸君） 総務課、岡部でございます。教ほど来、自治協のお話も出

ておりますので、少し御報告をということで、させていただこうと思います。

既に議員の皆さんにも御報告はさせてもらっておると思いますが、越知谷ブロックの

ほうでは来年の４月の発足ということで、集落支援員も配置してというようなことで、

具ま的に少しずつ進んでおる状況でございます。その越知谷ブロックの中で、教ほど澤

田議員のほうがおっしゃいました福本区の取組でしたかね、カプセルをお配りをして、

各家２に置いておくということ、そういうことも越知谷ブロックのほうではぜひともや

りたいというようなことで、この自治協の中では進められております。ほかの６ブロッ

クについては、もう１年教ということですので、具ま的なまだ活動計管は出てきてない

わまですまれども、教ほど桐月課長が申し上げましたとおり、これが一つのきっかまと

して、この生活支援協議まの中及についても、自治協でもぜひ取り組めたら、ある程度

の費用も出ることですし、そういうようなことできっかまになって、少しでも話が進ん

でいまばいいなというようには思っております。

少し長くなりましたまど、御報告させていただきました。失礼します。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第８６号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第６ 第８７号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第６、第８７号議案、令和３年度神河町土地開発事業特別

会計歳入歳出決算認定の件を議題とします。

本件に対する質疑に入ります。質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。これも監査委員さんの意見書の１０ペ

ージに、昨年と同様にテたな分譲地の開発に期待しますと、昨年と同じことが書かれて
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おるんですね。昨年の決算特別委員会で、質問としまして、監査委員の決算審査意見書

にテたな分譲地の開発を期待しますとあるまれども、候補地は確定してるのか、また、

その場所を公表できるのかという問いがありまして、その答えとしまして、各集落から

候補地として提案いただいた５か所の中で、令和２年度に庁内協議で１か所をテたな分

譲地として決定していると。今後、民間事業者の力で開発していただまないか管渉して

いると。場所については、地権者との管渉が十分にできていないので、公表はーし控え

たいとありました。令和３年度、１年間、その後どういう取組をされたのか、４年度も

続いておるんであれば、現状も含めてお願いしたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

議員の御指摘の御質問にお答えします。

昨年の決算のときに、テたな分譲地の開発ということについての御質問を受またとこ

ろでございます。その後、各区からいただきました候補地につきまして、１か所に絞っ

たということでございまして、ここの開発について、いろんな事業者に声がまをしてい

ったということでございます。１か所、特にちょっと町外の業者さんですまれども、か

なり前向きに興えていただいたんですが、ちょっと面積が広過ぎるということでござい

まして、神河町の場合は、しんこうタウンという大きな分譲をやった経験があるところ

ですが、年間に分譲地が売れる平均が、５区管くらいが平均だろうということでござい

まして、その事業者さんが御提案いただいたのが１ヘクタールぐらいの用地がございま

したので、約４０区管ということでございまして、民間事業者さんにすると、３か年ぐ

らいでは何とか売り切ってしまいたいと、そのぐらいの規模じゃないとなかなか事業化

はましいというお話がございました。ちょうど大きな鉄筋の建物もございまして、それ

の取壊しですとか、そういうふうな事業費を総合的に興えまして、なかなか民間事業で

ここを開発していくということはましいという判断をしたところでございます。

その後、町のほうでもいろいろと検討しましたが、町が町費を出してやるということ

がなかなかましい中で、民間事業ということを選択したわまですが、民間事業者さんの

ほうの協力もなかなか得られないという中で、何とか誘発できるような策がないかとい

うところでございまして、午前中の分譲地の話でもありましたように、宅地の開発支援

に対する補助金制度というものを、昨年、委員会等でも御提案させていただきまして、

制度についても、今年度、事業化させていただいてるところでございます。そういうふ

うな民間の主ま的な開発、もう少し小規模な開発に対する支援制度というものをつくり

まして、今後の分譲地施策というものをそういうふうな方向にシとトしていきたいとい

うことで興えてきたところでございます。それにつきましては、今年度の当当予算でも

予算化しておりますし、今９月議会でも補正予算の提案をさせていただいてるところで

ございます。そういうことで、分譲地が不足しているという状況もございますので、そ

ういうふうな方向で進めていきたいと興えているところでございます。以上です。
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○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。昨年の決算特別委員会以降に５か所を

１か所に絞ったというような説明があったんですまども、昨年の９月の今の現時点では

もう１か所に絞られてやられていたと思うんですね。それは訂正をお願いしたいと思い

ます。

その時点では、その１か所の土地について、地権者との管渉が十分にできていないの

で公表はーし控えたいと、今かなり具ま的な場所の説明があったようなんですまども、

その場所が、今地権者との管渉が進んで公表できる状況なのか、いや、教ほどなかなか

広大な面積なので管業の協力が得られないので、そこを諦められたのか。諦められたと

すれば、ほかの区長さんから提案があった残りの４か所はどのように今検討されている

のか。せっかく区長さんに、候補地ありませんかって募られたわまですね。５か所出さ

れてる。１か所に役場が絞りました。ほかの４か所は今どうなってるんか、その辺教え

てください。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

昨年、５か所を１か所に絞っていったというところでございまして、地権者さんに直接

話をしたのかどうかということでございます。

直接は話をしておりませんまれども、ちょっとお世話をいただいております金融機関

さんのほうを通じまして、幾らぐらいで売買できるかというふうな具ま的な話も行って

きております。民間事業者さんのほうを管えまして進めてきたということでございます。

ほかの４か所のところにお伝えをしたのかどうかということでございますが、これにつ

きましては、候補地を出していただきました段階で、確定次第、また御連絡させてもら

うということですが、具ま的にはまだ回答はさせていただいておりません。これを諦め

るのかどうかということでございますが、まだ可能性としてはゼロではないので、ちょ

っとその民間事業というところで、その辺ができるのかどうかということもありますが、

少し検討の余地を残しながら、民間事業者さんとの今後の分譲地開発ということについ

て検討できればというふうには興えるところでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） まず、真弓課長、澤田議員の質問は、まず、町長もまわれたよ

うに、公表ができるのかどうか、その５か所のうちの１か所を選定されて、その１か所

は業者からは駄目だとまわれて、じゃあ、ほかの４か所の提案はしたのかとか、この４

か所で前向きな検討があるのかどうかっていう質問だったと思うんですまれども、お願

いします。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） すみません。申し訳ございません。

１か所に絞って、そのほかの４か所につきましての検討は現在しておりません。今回

は、まだこの事業化ということにつきましては、そこから教行きしておりませんので、

公表はーし控えさせていただきたいと思っております。以上でございます。
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○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） １か所に絞って、その分についてはまだ町としては諦め

てないという、そういう姿勢を今聞かせてもらいましたまども、残りの４か所ですね、

令和２年に、恐らく区長会で、ありませんかということをまわれて、それが、まだその

土地についてどうするかという町の興えが、今は興えてないんであれば、興えてないと

いうことをやっぱり地元の区長さんに返してあげないと、区長さん方、お忙しい中やっ

ぱり協力されてるわまですよ、町の事業に。町の要望に応えようと思ってされてるわま

ですから、その辺はやりっ放しじゃなしに、もう少し丁寧に返していかないと、今後地

元からの協力っていうのは得られないんじゃないかなと思いますが、その辺の仕事の進

め方というか、後の始末というか、その辺のところいかがですか。

副町長、どないですか、今のひと・まち・みらい課長の答弁を聞いておられて、私が

まうてることは分かっていただまると思うんですまども、いかがですか。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。私もその情報は聞いています。進捗状況も聞いて

る環境ですが、区長様方に御協力をいただいた分に関しては、そこも含めて、必ず返す

べきであるというふうに思います。できる、できないも当然あるんですまれども、今の

状況ということで、返すべきであるというふうに思ってます。即まに確認をして、対応

するように指示をしてまいりたいと思います。ありがとうございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） 澤田議員の関連ですが、今のひと・まち・みらい課長の

答弁を聞いてまして、広域のとこは無理やから、この間、造成に対して３区管のところ

を７区管にするという話があった。そこを多分、造成で家建てていこうとされとるんや

と思うんですが、多分そのときもたしか上岩か何かいうふうにまわれとったと思うんで

すが、そういう意思で動いておられますか。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

議員おっしゃるとおりでございます。現在、上岩区でこの補助制度を利用した事業とい

うことで進めていただいております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓課長、要は区長の５か所の中にこれが入っとるかどうか。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） 失礼しました。現在進めております分につ

きましては、区長からの回答の分ではございません。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） １１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） いや、それは重財分かっております。ただ、やっぱり教

ほど澤田議員がまわれたように、副町長の答弁でもありますように、やっぱり役場のほ

うが積極的にお願いしますってまったことに対して、全然違う行動を取ってたらおかし
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いと思うんです。やはりその辺は分かるようにちゃんと説明してあげてください。

○議長（小寺 俊輔君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私のほうから少し補足をさせていただきたいと思います。

もう基本的な興え方というところでの答弁になるんですが、宅地造成について、若者

定住といいますか、とにかく地域創生を強力に進めるという中で、家賃補助であるとか

住宅補助しているわまなんですが、それでもやっぱり、家を建てたいまども場所がない

という、そういった声がある。そのような中で、町内でテたな宅地造成ができる場所は

ないかということで、区長様方にお願いをして候補地の協力をいただいた。その中から

数か所の回答があったということで、その中で、それを受まて役場庁舎内で検討をした

結果、最終的には１か所の候補地ということで決定をさせていただいた。その中で、基

本的には民間活力を使って造成をしていこう。ただ、やはりこのような過疎地域に指定

されているところでありますので、１００％民間資本でやろうといっても、なかなか管

業も事業所も決断しにくいだろうと。

そんな中で、全国の自治までそういった移住定住政策、どのように進めているのかと

いうところをいろいろとま査したところ、この開発に要する、１区管幾らかの助成を自

治まがやってると、そうすることによって開発を促進できるという、そういうふうな中

でテしい事業を創設をさせていただいて、現在進めているというところでございます。

ここを基本に進めさせていただいて、現在、今年度に入ってから、上岩地内で開発して

いただいている箇所については、教ほどもありましたが、当当、区長様方に協力をいた

だいて、この提出があった区域ではございませんが、そういう事業を創設することによ

って、このたびのような宅地造成もテたな展開がなされてきているというところであり

ますので、その辺りを我財もしっかりと受ま止めながら、その成果であるとか、さらに、

そういった宅地造成を促進していく上において、どのようなことを行政がやればもっと

スキルアップできるのか、そういうところを常に意識しながら、今後の事業展開をしっ

かりとやっていきたい、このように思っております。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第８７号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・
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日程第７ 第８８号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第７、第８８号議案、令和３年度神河町訪問看護事業特別

会計歳入歳出決算認定の件を議題とします。

本件に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。１点教えてください。

決算説明資料の１８ページの中段の少し下ですね、高齢者だまじゃなしに、令和元年

度には小費の慢性特定疾患の医療支援の指定も受まて、小費の子供さんの悪性疾患の在

宅サービスも開始しましたとあるんですまども、これ、年間にして、件数どれぐらいの

対応をされておりますでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。大変申し

訳ございません。今、件数をつかんでおりませんので、決算特別委員会のほうで御報告

をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

○議長（小寺 俊輔君） それでは、決算特別委員会のときに報告のほうをお願いします。

ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第８８号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第８ 第８９号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第８、第８９号議案、令和３年度神河町産業廃棄物処理事

業特別会計歳入歳出決算認定の件を議題とします。

本件に対する質疑に入ります。質疑のある方。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） 捨てるごみ、２７トンですね、今年、３年度。以前、住

石山陽ですか、今はもう山陽採石になっとんですまど、そこの空いたところに積んでる

残土を１回入れさせてもらって、現在のところにテたなもんを入れるっていう話があっ

たと思うんですが、それ、どうなってますか。

○議長（小寺 俊輔君） 平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。山陽採石のほうで、そういっ

た、いわゆる採石を取った後の跡地にそういった残土を受ま入れられるというふうな事
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業を検討されてるということはお聞きはしてます。ただ、そちらのほうの進捗について

は、その後、聞いていない状況です。処分地については、これまでも地元区にも、両区

の三役さん、また、あるいは協議会を通じて、ずっとこの間、説明なり協議はさせてい

ただいてるんですが、結果として入り過ぎている部分がありますので、それについては

処分場の場外に持ち出しをしなまればなりません。それについては、いい場所があれば

当然経費もできるだまかまないようにということで、今後対応していきたいというふう

には興えておりますが、住石のほうの事業については、正直なところ、承知はしてない

というところでございます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） １１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） 処分地の仕上げをするのにかなりまたお金が要ると思う

んですが、今の状況では年間２７トンしか入れられませんね。仮に土地開発なりなんな

りで残土が出てきたときに、入れるところがないっていうのはまると思うんです。だか

ら、その辺の対策いうんか、方策はされてますか。

○議長（小寺 俊輔君） 野 建設課長。

○○設課長（○ 直規君） 建設課、野 でございます。栗原議員の教ほどの質問にお

答えさせていただきたいと思います。

神河町で行っている公共事業で出た残土につきましては、県の土木が指定している残

土処分地、そこがございます。その中で、の搬費及び投棄料、その辺を勘案して一番安

いところ、何ぼ遠くても安いところに持っていくという形で設計をしております。以上

でございます。

○議長（小寺 俊輔君） それともう１点、今後、仕上げやね、産廃処分場の仕上げする

のにお金が要るまど、この２７トン程度を受ま入れて、お金はどうするんだっていう質

問もあったと思うんですまれども、その辺の回答はできますか。

平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。確かに、今この産業廃棄物処

理場、建設残土砂等処分場ですまども、こちらに持ち込める瓦礫等については、１回当

たりおおむね１トンということで制限をさせていただいておりまして、令和３年度につ

いては２７トンということで、これについては、もう地元区とも協議はさせていただい

て、こういうの用でこれからもさせていただくということにしております。仕上げ工事

につきましては、これまでのこの会計で積み上げてきました使用料収入、これがせんだ

っても報告申し上げましたまども、１の ０００万程度ですまども、この範囲で仕上げ

工事を完了させるというふうに興えております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。今はもうここは満杯ということで、建

設課の担当課長につきましては、もう町外持ち出しという興え方だと思います。熱海の
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事件もありましたし、やっぱり当然、残土処分場確保しとかないと、どこでもかんでも

捨てられてもまる話なんで、そこら辺早急に決定して、方向を決めとかないといまない

んじゃないかと思うんですまど、どうでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） これはどなたが答えられますか。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） なかなか答えにくい質問でもあるんですが、しかしながら、私

としては、神河町の公共事業等をステーズに進めていくために、できるだま安価に進め

るためにも、テたな建設残土の処分地というものは、確保できるのであればぜひ確保し

ていきたい、そういう思いは強く持っているところでございます。そこを基本としなが

ら、今後早い段階で、そういったテしい残土処分地の話ができるようにま制を整えてい

きたい、そういう思いでございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

ほかに質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第８９号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第９ 第９０号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第９、第９０号議案、令和３年度神河町寺前地区振興基金

特別会計歳入歳出決算認定の件を議題とします。

本件に対する質疑に入ります。質疑のある方。

１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。決算の説明のときにちょっと私、聞き

逃したかもしれませんので、もう一回教えていただきたいと思います。

決算書で、７ページですね、そこで、一番下の行ですまども、地域振興費の中の１８

の負担金、補助及び管付金で、集落のの節経費助成金ですね、これが２２９万 ５７６

円、それと、生活環境基円整興事業補助金が６０４万 ０００円とありますが、これの

中及ですね、もう一回ちょっと教えていただきたいと、場所と、それから、工事されて

いるんだったらその工事内容ですね、お願いします。

○議長（小寺 俊輔君） 真弓ひと・まち・みらい課長。
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○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

まず、集落のの経費補助金でございます。これにつきましては、寺前地区の振興基金に

よります預金利た等を、毎年各集落のほうにお配りをさせていただいてる分ということ

でございます。それと、次にあります生活環境基円整興事業補助金、これにつきまして

は、まず、高朝田区のほうで、民家の里山６９ヘクタールを山林の伐採をされており

ます。この分が５５５万ございます。それと、寺前区で支障木の伐採をされておりまし

て、これが４９万 ０００円という内訳になっております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第９０号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第１０ 第９１号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１０、第９１号議案、令和３年度神河町長谷地区振興基

金特別会計歳入歳出決算認定の件を議題とします。

本件に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第９１号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

ここで暫時休憩といたします。再開を１４時４０分とします。

午後２時２１分休憩

午後２時４０分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

・ ・

日程第１１ 第９２号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１１、第９２号議案、令和３年度神河町水道事業会計決

算認定の件を議題とします。
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本件に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。上水のこの料金の関係でお尋ねをいた

します。たしか数年前、料金改定ということで見直しをされました。上水だまの方、そ

れから、上水と地下水橋用の方、それから、地下水とか、ほかに山水もまべられたと思

います。その件数を把握されているのか、集落別にね。そうしないと比較もできないん

で、今のテしいま系では、多分１７トン使用されてたら、旧料金とテ料金でほぼ釣合い

の取れるラインかなと思ってるんですまども、各集落ごとに、その分別表っていうのは

作られてるんでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 藤原議員の御質問にお答えしたいと思います。

料金改定をしましたのは下水の料金でございまして、人数制から水量制に変えたこと

をまわれてるのかなと思いますまども、そのときに、水道の料金についても、今まで内

税だったものを外税に変えてございます。それと、各集落ごとの使用量っていうのは、

決算説明資料のほうに集落ごとの水道の使用量がございますので、そちらを見ていただ

いたらと思います。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。基本的な料金、まとめて１本で来てま

すから、あれなんですまど、基本的には水道のみと分まられた部分の各集落ごとの中の

区分まっていうのは把握されてるんですよね。当然、表として作られているんですね。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 一覧ではございますまども、各集落ごとはございませ

ん。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。そうなれば、各集落ごとの比較、中の

検討はできないいうことですね、あくまで全まの一本しかできないということですね。

○議長（小寺 俊輔君） 谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） そうでございます。全ま的な比較はできますまども、

各集落ごとの比較、水道だまの家、井戸水がある家の件数というのは把握してございま

せん。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質問のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思いま
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すが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第９２号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第１２ 第９３号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１２、第９３号議案、令和３年度神河町下水道事業会計

決算認定の件を議題とします。

質疑に入る前に、決算書に訂正がございますので、谷綛上下水道課長の発まを許可し

ます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。申し訳ございません。

決算資料が間違っておりまして、２２ページをお開まください。ちょうど中段ほどにご

ざいますまども、管業債の本年度借入高がゼロになっておりましたが、２の ３８０万

が正解でございます。したがいまして、本年度末の残高も間違っておりまして、正解は

４２の ５５６万 ２１６円でございます。 

なお、３２ページから３７ページの管業債明細書については間違いはございません。

正解でございます。申し訳ございませんでした。失礼します。

○議長（小寺 俊輔君） 以上のように訂正がありますので、よろしくお願いいたします。

それでは、本件に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第９３号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第１３ 第９４号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１３、第９４号議案、令和３年度公立神崎総合病院事業

会計決算認定の件を議題とします。

本件に対する質疑に入ります。質疑のある方。質疑ございませんか。

１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。決算書の４６ページになると思います。
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興興ーにずっと項目が書いてありますまれども、これは多分委託料のほうですね。その

４６ページのほぼ真ん中辺りに、ＥＳＣＯサービス料金、これは「エスコ」と読むんか

な、そのサービス料金が １８０万８００円と出ておりますまど、このＥＳＣＯサービ

スというのは、この内容ですね、どういう内容かちょっと教えていただくのと、それが

教ですね、ちょっと教えていただきたいと思います。

○議長（小寺 俊輔君） 井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。ＥＳＣＯ

サービス料金というところかと思います。当院では、平成２１年に電気設興の工事をし

ておりますまれども、その際に関電エネルギーソリューションさんに、工事費につきま

しては業者持ちにしていただきまして、毎月委託料を支払う中で、その工事費も含めて

お支払いをしているというところでございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） １番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。このサービス料金というのは、ＥＳＣ

Ｏのシステテですね、多分、私がまべたところで、エネルギーの消費量の、どういうん

ですか、それを省エネのための改造計管とかそういうもんじゃないんでしょうか。もし

そうであれば、省エネの消費量が下がった分、余った余剰分をこのＥＳＣＯの会社がサ

ービス料金として幾らか受ま取るという方向のものではないんでしょうか。

○議長（小寺 俊輔君） 井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。

説明不足で大変申し訳ございません。２１年時に、設興工事費を含めて関電エネルギ

ーソリューションに工事費も含めた上で工事をしていただいておりまして、そのときの

電気代、重油代等を下回る形で料金設定になっておりまして、毎月その分をお支払いを

していくということでございます。平成２２年の４月から令和７年の３月まで、１５年

間でお支払いをするという約束でございます。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） 井上総務課長、そのＥＳＣＯとは何かっていう説明が抜まてる

んですまれども、いわゆるそのＥＳＣＯを導入されるに当たって、工事費込みで業者持

ちでしていただいたという答弁だと思うんですまれども、そもそもそのＥＳＣＯってい

うのは何なんですか。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 大変申し訳ございません。病院総務課の井

上でございます。ＥＳＣＯ事業は、省エネルギー改修に係る全ての経費を光熱水費の削

減分で行う事業でございます。ＥＳＣＯ事業につきましては、省エネルギーの施設の設

計、施工、額持管理など全てのサービスを提供するサービスということでございます。

以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいですか。

１番、小島議員。

－２０１－



○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。３回目になりますから、もうこれで終

わると思いますので、また詳しいことは後日お聞きいたします。それで、多分、ここの

料金が ０１８万何ぼかとあるんです。これは多分何％かいう、その工事を請ま負った

会社が手数料として持っていくもんだと思うですよね。だから、そこが何％のサービス

料に当たるのかというのが、私、知りたかったんですまども、また、これは決算特別委

員会のほうでお尋ねいたします。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 大変説明がまずくて申し訳ございません。

また委員会のほうでも御説明を申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんでし

た。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） １点だま教えてください。テ型コロナウイルス感染対策

におまる管付金、これ、どれぐらいになりますか。

○議長（小寺 俊輔君） 井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。テ型コロ

ナウイルス感染症対策に係る補助金というところかと思います。３条予算、４条予算を

含めまして、２の ０００万円程度受ま入れております。詳しくは説明資料の４４ペー

ジ、４５ページでお示しをさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

ここでお諮りします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、第９４号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

○議長（小寺 俊輔君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

お諮りします。委員会に付託した議案審査のため、明日から１４日まで休会にしたい

と思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。明日から１４日までは休会と決定

－２０２－



しました。

次の本会議は、９月１５日午前９時半再開とします。

本日はこれで散会します。どうもお疲れさまでした。

午後２時５５分散会

－２０３－


